
 

オマーン国 

マングローブ環境情報センタープロジェクト

事前調査・実施協議調査 報告書 

 

平成 17 年 9 月

（2005 年） 

独立行政法人 国際協力機構

地球環境部 



 
序     文 

 
国際協力機構（JICA）は、オマーン政府からの要請に基づき、2000年にマン

グローブ植林の個別専門家を派遣し、マングローブ植林の基礎的な技術の移転、

3か所の苗畑整備・移植を行いました。 

 さらにオマーン政府は、マングローブ植林の体制強化を図るため、包括的な

マングローブ保全･管理のためのマスタープラン作成に係る協力を要請し、こ

れを受けてJICAは2002年から2004年にかけて開発調査「マングローブ林再生・

保全・管理計画調査」を実施し、マスタープランの作成を支援しました。 

マスタープランでは、マングローブ保全のためには、植林と共に様々な啓発

活動を行い、国民のさらなる保全活動への参加及び、その拠点となる「マング

ローブ環境情報センター(QEIC）」の設立が提案されています。この提案に基

づいて、2003年にオマーン政府はQEICの建設を決定し、その整備や運営に係る

技術協力プロジェクトの実施を日本政府に要請しました。 

この要請を受け、JICAは2004年12月3日から23日まで事前調査団を、また

2005年6月4日から21日まで実施協議調査団を派遣し、関連情報を収集すると共

に協力の枠組みについてオマーン政府関係者と協議を行いました。 

この報告書が本プロジェクトの今後の推進に役立つとともに、この技術協

力が両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを期待します。 

終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、

心から感謝の意を表します。 

 

平成 17 年 9 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部長 富本 幾文 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

 
 
１．案件名 
オマーン国マングローブ環境情報センタープロジェクト 
 

 
２．協力概要 
（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 
マングローブ環境情報センター(Qurm Environmental Information Center: QEIC)はオマー

ンの首都であるマスカット市内に唯一残されたマングローブ自然林に、マングローブ生態系
の保全を国内および中東に普及させるためのコンタクトポイントとしてオマーン政府により
設立されることが予定されている。 
本プロジェクトは、(1)QEIC によるマングローブ生態系保全のための人材育成を行うととも

に、(2)育成された人材によるマングローブ生態系のモニタリング、保全管理及びコミュニテ
ィを対象とした普及活動が持続的に行われるように、QEIC 及びその運営を行う地方自治環境
水資源省（Ministry of Regional Municipalities, Environment and Water Resources: MRMEWR）
の機能を強化することを目的としている。さらに、MRMEWR は、アラビア湾岸地域における環
境保全の組織（Regional Organization for Protecting Marine Environment: ROPME）の事
務局としてマングローブ保全に関する技術の蓄積を行い、これを同地域に普及させる使命を
持っており、本プロジェクトの実施が、その使命を果たすための一助になることが期待され
ている。 
 
（２） 協力期間 
2006 年 2 月（予定）から 2年間 
本プロジェクトは QEIC の機能強化を目的としているため、QEIC 完工後のプロジェクト期間
を最低 6ヶ月間確保することとしている。 
よって、プロジェクト開始時期はオマーン側による QEIC 建設計画が明確になり次第、決定
する。 

 
（３） 協力総額（日本側） 
170,000 千円 
 

（４） 協力相手先機関 
 カウンターパート機関： 地方自治環境水資源省（MRMEWR） 
協力機関： スルタン･カブース大学、農業漁業省、マスカット市 

 
（５） 国内協力機関 
環境省、農林水産省、林野庁 
 

（６） 裨益対象者、規模等 
 直接裨益者 
QEIC 職員、MRMEWR 職員 約 20 名 
コミュニティ指導者、教員、高等教育学生、民間セクター 約 200 名 

 間接裨益者 
マングローブ植生地住民 約 5,000 人 
 

 
３．協力の必要性・位置付け 
（１） 現状及び問題点 

 オマーンにおける昨今の経済発展は、同国のマングローブ林に周辺地域からの以下のよ
うな様々な圧力をもたらしている。 
1) 沿岸地域での開発進行 
港湾開発や港湾整備など水際での開発によって沿岸地域において構造物が設置されるこ
とがマングローブ保全の大きな阻害要因ともなっている。例えば、港湾開発では港湾構造物



 

 

によってマングローブ生態系が消失するのみならず、離岸堤などの構造物の建設は堆砂の動
きを大幅に変化させ、これがマングローブ生態系へ影響を及ぼしている。また、沿岸域での
道路建設は、マングローブ生態系の消失のみならず車両の通行による騒音、振動、排気等に
よってマングローブに生育する鳥類などに負の影響を与えている。  
2) 観光およびリクリエーション開発 
不適切に管理運営されている観光開発は、直接・間接的にマングローブ生態系に影響を与
えている。管理されない施設の建設と旅行者から受ける負の影響は無視することができない
ほど大きなものとなっている。  
3) 固形廃棄物および排水による影響 
オマーン社会の近代化は、自然界で分解されにくい物質であるプラスチックや金属、コン
クリート等の爆発的な普及をもたらした。排水の流入による窒素含有量の増大は、都市部や
農地に隣接したマングローブ生態系に悪影響を及ぼしている。未処理の下水の流入により、
窒素・リンが増大し、その結果として繁殖した藻類は表土とマングローブの表面を覆い生育
の障害になるのみならず、藻類が分解するときに水域の酸素を消費するので、マングローブ
や周辺水域に生息する生物の生育に影響を及ぼす。 
4) 過度の放牧 
家畜の放牧による過度の圧力はマングローブ生態系を脅かしている。例えばキリヤットで
はヤギ、サラーラではラクダによる食害が観察されている。近年農業漁業省が補助金を支給
することによりヤギやラクダのような家畜の削減を図ろうとしている。MRMEWR の自然保護
局では自然保護区の一部についてフェンスを設けるなどの防護手段をとっている。  
  

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 
1）国家計画との関係 
オマーン国では、環境に関する国法（Royal Decrees: RD）、省令（Ministerial Decisions: 

MD）他、規制等が整備されている。RD114/2001 では MRMEWR が環境保全、公害防止のために
法整備することを規定している。マングローブに関連する規定としては、無許可でのマング
ローブ伐採･損傷、マングローブ域での石･土壌･砂の移動、水路･砂浜･涸川･湖沼からの木･
潅木･草本の引抜き、海域への廃棄物の投棄が禁止されている。さらにオマーンは生物多様
性条約を批准しており、2001 年には MRMEWR は国家生物多様性戦略及び行動計画を策定して
いる。また、オマーン国の第 6 次 5 カ年計画では「人的資源開発」「環境に配慮した経済建
設」が計画の柱とされている。 
2）マングローブ林保全への取組み 
砂漠地帯にあるオマーンの気候は極めて過酷であることから、同国の植物生態系は、そ

のような環境に適応するための特徴を持ったものが多い。とりわけ同国のマングローブ林
は唯一の広葉樹林であり水域、陸域の生物多様性を涵養することから生態学的な価値は極
めて高い。そのため、多くの法的な規制によって国内のマングローブ林を保全するための
措置がとられている。 
沿岸保全に関しては、国家レベルでのマスタープラン（Coastal Zone Management Plan in 

Oman; 1991）が策定されており、マングローブ保全はその一部に位置づけられている。 
 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 
2002 年 4 月に派遣されたプロジェクト確認調査で確認された同国に対する重点分野である
「人的資源開発」及び「環境保護」の両方に合致する案件であるため、実施の意義は極めて
高い。また、同センターの設立資金はオマーン側で確保する予定であるなど、オマーン側の
積極的な姿勢が見られることから案件の円滑な進捗が予想され、同国に対する日本からの協
力の代表的プロジェクトとなることが期待される。 
 

 



 

 

 
 
４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１） 協力の目標（アウトカム） 
① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
[目標]： 
QEIC が持続的なマングローブ生態系管理を推進するセンターとして設立される。 
[指標・目標値]： 

・ QEIC が沿岸環境管理分野の専門家、技術者、学者が知見を共有するセンターと
して開発される。 

・ QEIC が関連する民間企業、公的機関に対してマングローブ生態系管理に関する
政策提言及び技術的助言を行うことができる。 

・ QEIC が Qurm 自然保護区内に設置予定の人口湿地においてマングローブ植林を
完了する。 

・ マングローブ生態系管理に関する研修が実施される。 
 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
[目標]： 
持続的なマングローブ生態系管理手法がオマーン及び周辺国に普及する 
[指標・目標値]： 

・ 地域コミュニティとの連携によるマングローブ管理地が 5か所増える。 
・ 新たなマングローブ植林地が 7か所増える。 
・ マングローブ生態系管理に関する経験がROPMEの地域会合及びその他国際会議
において紹介される。 

 
（２） アウトプットと活動 
1) アウトプット０： 
QEIC にプロジェクト管理組織が設立される。 
 
(活動） 

① Plan of Operation（PO）の作成、見直しを行う。 
② 予算計画を作成する。 
③ 合同調整委員会を設立する。 
④ モニタリング計画を策定する。 
⑤ 予算、人員及び施設を配置する。 
⑥ 人員の職務内容を設定する。 
⑦ 供与された資機材を適宜設置、管理する。 

 
[指標・目標値]： 

・ Plan of Operation (PO)に基づき、人材が配置される。 
・ 合同調整委員会が設立される。 
・ QEIC の建設及び運営のための予算が確保される。 
・ 施設が設置される。 
・ 資機材が調達、設置される。 

 
 



 

 

 
2) アウトプット１： 
多様な利害関係者に対する教育訓練プログラムが実施される。 
 
（活動） 

① 教育訓練プログラムの対象グループを設定する。 
② ターゲットグループに応じ、目標を設定すると共に研修実施手法を策定する。 
③ 各ターゲットグループ及び課題について、研修計画を策定する。 
④ 教育訓練教材を作成する。 
⑤ 研修計画に基づき、研修を実施する。 
⑥ ターゲットグループ毎に教育訓練プログラムの評価を行う。 
⑦ 必要に応じ、研修計画を見直す。 
⑧ 必要に応じ、職員研修を見直す。 

 
[指標・目標値]： 

・ コミュニティ、生徒及び民間企業･公的機関の専門家に対する教育訓練活動が
少なくとも 3回実施される。 

・ 少なくとも 18 名の研修講師が訓練される。 
・ 研修への参加校が 6つ増える。 
・ 最大 6つのコミュニティが研修に参加する。 
・ 3 つの民間企業が研修活動を支援する。 
 

3) アウトプット２： 
マングローブ生態系保全のためのモニタリング機能が強化される。 
 
（活動） 

① QEIC のモニタリング部署において実施する動植物、社会経済モニタリングの
ためのパラメーターを設定する。 

② モニタリング計画を策定する。 
③ モニタリングを実施し、情報収集を行う。 
④ モニタリング結果を所定のフォーマットに蓄積する。 
⑤ 必要に応じ、収集データ及び情報を分析する。 
⑥ 一般での利用のためにモニタリング結果を公表する。 

 
[指標・目標値]： 

・ 環境モニタリングが実施され、その結果が定期的に報告される。 
・ 収集したデータが所定のフォーマットに保管され、必要に応じて提供できる体
制になる。 

 
4) アウトプット３： 
持続的なマングローブ生態系の保全管理手法が強化される。 
 
（活動） 

① 苗畑を整備する。 
② 植林地を選定する。 
③ 苗を移植する。 
④ 移植苗の管理及びモニタリングを行う。 
⑤ 移植苗の生存率を評価し、植林方法にフィードバックする。 
⑥ 必要に応じ、研修内容を見直す。 

 



 

 

 
[指標・目標値]： 

・ 毎年約 50,000 ポットのマングローブの苗が植林地に移植される。 
・ QEIC に隣接する約 4ha の人口湿地が教育訓練の実習地として利用される。 
・ 少なくとも 6 か所においてコミュニティや他機関との連携による植林プログ
ラムが実施される。 

 
5) アウトプット４： 
マングローブ生態系保全及び回復のための展示及び普及活動が実施される。 
 
（活動） 
① 展示･普及活動の対象者グループを設定する。 
② ターゲットグループごとの目標を設定し、手法を決定する。 
③ 教育訓練活動の成果を紹介する。 
④ 実施中のマングローブ生態系モニタリングの結果を紹介する。 
⑤ マングローブ保全活動の成果を紹介する。 
⑥ 参加型社会調査及びコミュニティ動員のための研修を実施する。 
⑦ 「ネイチャーゲーム」などの双方向教育を行う研修講師や「インタープリター」
の養成研修を実施する。 

⑧ 一般の人を対象とした QEIC におけるマングローブ企画展示を行う。 
⑨ 必要に応じ、活動内容を見直す。 

 
[指標・目標値]： 

・ QEIC に関する年報が定期的に発行される。 
・ 300 名が展示活動に参加する。 

 
 
（３） 投入（インプット） 
① 日本側（総額 170,000 千円） 
専門家派遣、機材供与、研修員受入、その他 
 短期専門家派遣（60,000 千円） 
  チーフアドバイザー／研修計画･実施 
  環境モニタリング 
  データ分析･データベース開発 
  展示計画･デザイン 
  コミュニティ活動･普及 
本邦/第三国研修（約 35,000 千円） 
資機材（研修実施用機材、データベース、モニタリング用機材、植林活動用機材、展
示機材、コミュニティ活動機材、4WD 車両、パソコン・事務資機材等）（約 40,000 千円） 
現地活動費（35,000 千円） 

② オマーン国側 
QEIC 建設経費、カウンターパート人件費、施設（QEIC 建設までの研修実施施設）、その
他 
プロジェクトダイレクター：地方自治環境水資源省 環境局長 
プロジェクトマネージャー：地方自治環境水資源省 自然保護局長 
カウンターパート：QEIC スタッフ 
施設、機材 
運営及び実施にかかるコスト 
 
 
 
 
 



 

 

 
（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

前提条件： 
 QEIC の建設スケジュールが確定する。 
 プロジェクト実施に先立ち、地方自治環境水資源省が QEIC 建設のための入
札を行う。 

成果達成のための外部条件： 
 教育訓練プログラムへの参加者が参加費用を自ら負担する。 
 植林地への異常気象による影響が軽微である。 

プロジェクト目標達成のための外部条件： 
 他省や他機関がマングローブ生態系保全･管理のための知見や資源を QEIC
に供する。 

 
 
５．評価 5項目による評価結果 
以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（１） 妥当性 
この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 
・ オマーン国の第 6 次 5 カ年計画では「人的資源開発」「環境に配慮した経済建設」が計
画の柱とされている。また、沿岸保全に関しては、国家レベルでのマスタープラン
（Coastal Zone Management Plan in Oman; 1991）が策定されており、マングローブ保
全はその一部に位置づけられている。このことから、本案件協力はオマーン国政府の国
家政策上の位置づけと合致している。 

・ 2002 年 4 月に実施したプロジェクト確認調査の結果確認された、「環境保全」及び「人
的資源開発」分野に留意した技術協力の実施が望ましいとの方針に合致している。 

・ 本技術協力プロジェクトは、2000 年から 2004 年まで派遣した「マングローブ植林」の
個別派遣専門家、2002 年から 2004 年にかけて実施した「マングローブ林再生･保全･管
理計画調査（開発調査）」の協力成果を活用して実施するものである。 

・ インドネシアにおける「マングローブ情報センタープロジェクト」、JICA 沖縄における
「持続可能なマングローブ生態系管理技術」研修コースなど、マングローブ生態系保全
に係る経験が十分に活かされると考えられる。 

 
（２） 有効性 
この案件は以下の理由から有効性が見込める。 
・ プロジェクト目標の設定は明確であり、「QEIC 運営部門の設立」「研修の実施」「モニタ
リング機能強化」「生態系保全管理能力強化」「展示･普及活動の実施」という 5 つの手
段を講じることによりプロジェクト目標の達成に結びつくものと期待できる。 

・ プロジェクト活動を行う QEIC はオマーンが自らの責任の下に設立を行い、10 名の職員
を配置することも決定しているなど、オマーン側の積極的かつ主体的なプロジェクトへ
の取組み姿勢があるため、日本からの適切な投入を行うことによりプロジェクト目標の
達成は高いと見込まれる。 

・ 外部条件である「他省や他機関からの協力」については、すでに MRMEWR と協力機関の
間で相互の協力関係があることから、満たされる可能性が高い。 

 
（３） 効率性 
この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。 
・ オマーンが有する知見や人材、機材を有効に利用してプロジェクト活動を実施するた
め、日本からの投入はオマーン側からの投入を補完する形で行われる。 

・ プロジェクトを通して育成されたオマーン人材を活用して研修を実施し、成果を普及す
ることが計画されている。 

・ プロジェクトの成果は各々相互補完関係にあるため、1つの活動への投入が「研修」「モ
ニタリング」「生態系保全」といった複数の成果達成に結びつく。 

 
（４） インパクト 
この案件のインパクトは以下のように予測できる。 
・ 本プロジェクトでは、オマーンが主体的に設立する QEIC の運営能力を高めることを目
的としているため、プロジェクト終了後引き続きオマーン側の自助努力によりプロジェ
クト成果が発展･波及することが見込まれる。 

・ オマーンには ROPME の事務局としてマングローブ保全に関する技術の蓄積を行い、これ



 

 

を同地域に普及させる使命があるため、プロジェクトにより得られた成果がオマーン国
内外に普及することの可能性は高い。 

・ 本プロジェクトの成果が、包括的な沿岸環境保全やエコツーリズム開発にまで広がりを
見せることにより、オマーンの観光産業振興に繋がるという大きなインパクトをもたら
すことも考えられる。 

 
（５） 自立発展性 
以下の通り、本案件による効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されるも
のと見込まれる。 
・ 環境保全への取組みは、オマーンの重点政策に挙げられており関連法規も制定されてい
る。QEIC はその政策に基づいてオマーン側の主体的な取組みとしてマングローブ生態系
保全管理のために設立されるものであるから、プロジェクト終了後も引き続き QEIC が
運営されることが期待できる。 

・ プロジェクトを通して QEIC スタッフの能力開発がなされ、そのスタッフによって QEIC
が運営されるため、組織的な自立性確保、継続的な技術普及がなされるものと思われる。 

・ センター運営の予算は、2006 年 1 月より新たに始まる第 7 次 5 カ年計画の中で QEIC 建
設と共に確保される予定である。さらに、MRMEWR により実施されるマングローブ保全活
動に対しての支援を希望している民間企業も確認されている。 

 
 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
 本プロジェクトにおいては、オマーン側が設立する QEIC を活用してプロジェクトを実施
する。QEIC の建設に伴う環境への影響は軽微であると想定されるものの、建設予定地は自
然保護区内に位置するため、オマーン国において適切な環境社会配慮が行われることを、プ
ロジェクト活動の中でも確認を行う。 
なお、プロジェクト活動はマングローブ生態系保全に関する能力開発を行うことを目的とし
ており、活動自体が環境社会面に及ぼす影響はほとんど無いと考えられる。 
 



 

 

 
 
７．過去の類似案件からの教訓の活用 
マングローブ保全への取組みは、インドネシア、セネガル、ミャンマー等での技術協力プ
ロジェクト実施経験がある。 
特に、インドネシアにおける技術協力は、マングローブ情報センターを活用して研修実施、
情報集積、環境教育実施等を行っており、本案件と類似した活動が多く含まれる。同プロジ
ェクトでは、インドネシア側の知見を研修実施に反映させたことが、成果達成に寄与したた
め、本プロジェクトでも可能な限りオマーン側人材を活用する予定である。その他、情報蓄
積･公開における WEB の活用、環境教育における各種イベントの開催などによる成果も、有効
な活動として適宜教育研修、展示、啓発の活動の中で取り込む。一方、インドネシアでのプ
ロジェクトでは、相手国機関のオーナーシップの問題が指摘されたが、本案件ではオマーン
側の負担により QEIC が建設されることになるため、オーナーシップの問題は生じないと思わ
れる。 
また、JICA 沖縄では 1995 年より集団研修「持続可能なマングローブ生態系管理技術」コー
スを実施しており、その中でマングローブ生態系を持続的に利用･管理するための技術研修を
実施しているため、同研修のカリキュラムや研修運営に係る情報を取り入れて研修計画、供
与機材計画を策定した。 
 

 
８．今後の評価計画 

• 終了時評価 プロジェクト終了前約 3ヶ月 
• 事後評価 協力終了 3年後を目途に実施予定 
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第 1章 プロジェクト要請の背景・内容 

 
1.1. 要請の背景 

 

オマーン国は約1,700kmの海岸線を有し、かつて大規模なマングローブが存在していたこ
とが記録されている。オマーン国のマングローブ（ヒルギダマシ：Avicennia marinaの群落
）は真水の少ない環境でも繁茂でき、（1）生物多様性の保全や沿岸の環境維持及び（2）緑
化による景観の美化等で大きな役割を果たしている。しかし、当地のマングローブ林は伐

採や家畜の放牧、土地開発等により現在総計約1,100haに減少しているとされており、オマ
ーンの政策としてもマングローブの保全･管理を推進することとされている。 
かかる状況の下、JICAはオマーン政府の要請に基づき、2000年にマングローブ植林の個

別専門家を派遣し、マングローブ植林の基礎的技術の移転、3か所の苗畑整備･移植を行い、
特にマスカット周辺地域及びサラーラでは目覚しい生育が確認されている。 
 さらにオマーン政府は、マングローブ植林の体制強化を図るため、包括的なマングロー

ブ保全･管理のためのマスタープラン作成に係る協力を要請し、これを受けてJICAは2002年
から2004年にかけて開発調査「マングローブ林再生･保全･管理計画調査」を実施し、マス
タープランの作成を支援した。 
マスタープランでは、マングローブ保全のためには、植林と共に様々な啓発活動を行い、

国民のさらなる保全活動への参加及び、その拠点となる「マングローブ環境情報センター

(Qurm Environmental Information Center: QEIC）」の設立が提案されている。この提案に基づ
いて、オマーン政府はQEICの建設を決定し、その整備や運営に係る技術協力プロジェクト
の実施を日本政府に要請した。 

 

1.2. マングローブ林の管理及び植林の現状と問題点 

 

 オマーンにおける昨今の経済発展、開発･都市化は、同国のマングローブ林に周辺地域か

らの様々な圧力をもたらしている。これら圧力について、以下にマングローブ保全の阻害

要因となる代表的なものを示す。 
（1）沿岸地域での開発進行 
港湾開発･整備など水際での開発において沿岸地域に構造物が設置されることがマング

ローブ保全の大きな阻害要因となっている。例えば、港湾開発では港湾構造物によってマ

ングローブ生態系が消失するのみならず、離岸堤などの構造物の建設は堆砂の動きを大幅

に変化させ、これがマングローブ生態系へ影響を及ぼしている。また、沿岸域での道路建

設は、マングローブ生態系の消失のみならず車両の通行による騒音、振動、排気等によっ

てマングローブ域に生育する鳥類などに負の影響を与えている。  
（2）観光およびリクリエーション開発 
不適切な管理運営による観光開発は、直接･間接的にマングローブ生態系に影響を与えて
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いる。不適切な施設建設と旅行者による負の影響は無視することができないほど大きなも

のとなっている。 
（3）固形廃棄物および排水による影響 
オマーン社会の近代化は、自然界で分解されにくい物質であるプラスチックや金属、コ

ンクリート等の爆発的な普及をもたらした。排水の流入による窒素含有量の増大は、都市

部や農地に隣接したマングローブ生態系に悪影響を及ぼしている。未処理の下水の流入に

より、窒素・リンが増大し、その結果として繁殖した藻類は表土とマングローブの表面を

覆い生育の障害になるのみならず、藻類が分解するときに水域の酸素を消費するので周辺

生物の生育に影響を及ぼしている。 
（4）過度の放牧 
家畜の放牧による過度の圧力はマングローブ生態系を脅かしている。例えばクリヤット

ではヤギ、サラーラではラクダによる食害が顕著である。近年農業漁業省が補助金を支給

することによりウシ、ヤギ、ラクダのような家畜の削減を図ろうとしている。MRMEWR自
然保護総局では自然保護区の一部においてフェンスを設けるなどの防護手段をとっている。  

 

1.3. 国家計画、法令等との関係 

 

1.3.1. 国家計画との関係 
 オマーン国では、環境に関する国法（Royal Decrees: RD）、省令（Ministerial Decisions: MD）
他、規制等が整備されている。RD114/2001ではMRMEWRが環境保全、公害防止のために
法整備することを規定している。マングローブに関連する規定としては、無許可でのマン

グローブ伐採･損傷、マングローブ域での石･土壌･砂の移動、水路･砂浜･涸川･湖沼からの

木･潅木･草本の引抜き、海域への廃棄物の投棄が禁止されている。さらにオマーンは生物

多様性条約を批准しており、2001年には MRMEWRは国家生物多様性戦略及び行動計画を
策定している。また、オマーン国の第 6次 5カ年計画では「人的資源開発」「環境に配慮し
た経済建設」が計画の柱とされている。 
 
1.3.2. マングローブ林保全への取組み 
砂漠地帯にあるオマーンの気候は極めて過酷であることから、同国の植物生態系は、そ

のような環境に適応するための特徴を持ったものが多い。とりわけ同国のマングローブ林

は唯一の広葉樹林であり水域、陸域の生物多様性を涵養することから生態学的な価値は極

めて高い。そのため、多くの法的な規制によって国内のマングローブ林を保全するための

措置がとられている。 
沿岸保全に関しては、国家レベルでのマスタープラン（Coastal Zone Management Plan in 

Oman; 1991）が策定されており、マングローブ保全はその一部に位置づけられている。 
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1.4. オマーン国における本分野の日本の協力及び本プロジェクトとの関係 

 

オマーンのマングローブ林保全に関する日本の技術協力は、1983年以来実施されており、
そのうち JICAが関与したものは以下の通りである。 

 

表 1－1  JICAの実施したMRWEWRへの技術協力 

協力期
間 

内容 目的と活動 

2000 - 
2004 

マングローブ植林
専門家の派遣 

(1) 実施中のマングローブ植林プロジェクトの監理お
よびその普及 

(2) MRMEWR の職員等を対象としたマングローブプ
ロジェクトに関する日常的なトレーニングプログ
ラムの開始および実施 

(3) MRMEWRの職員等を対象とした JICAによる研修
の調整業務 

2002 - 
2004 

マングローブ林再
生・保全・管理計画
調査（開発調査） 

(1) 優先度の高い植林実施地域を対象とした当該地の
植林計画を含むマスタープラン策定ならびに、一
般大衆を対象とした意識向上プログラムの策定  

(2) Technology transfer to assigned counterpart personnel 
through on-the-job training (OJT). 

2004 -
実施中 

環境アドバイザー
の派遣 

(1) 環境管理戦略と地球規模の課題への政策への助言
ならびに、持続的な人材育成 

(2) JICAとMRMEWRが実施しているプログラムと戦
略的な政策に対する監理および助言  

(3) MRMEWRと他省庁等との調整業務 

 

上記専門家の活動を含むマングローブの植林の実績は、プロジェクト・ドキュメント（p.12 
Table 5）に記載の通りである。また、オマーンに MRMEWR が建設したマングローブの苗
床の詳細に関しては、同じくプロジェクト・ドキュメント（p.14 Table 6）に記載されている。 
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第 2章 調査団派遣の目的と概要 

 
2.1. 事前調査 

 

2.1.1. 調査団の派遣目的 

上記マスタープランにおいては、優先プロジェクトの一つとしてマングローブ保全の拠

点となる「マングローブ環境情報センター(QEIC)1」の設立が提案された。この提案に基づ

き、オマーン政府は QEICの建設を決定し、その整備や運営に係る技術協力プロジェクトの
実施を日本政府に要請した。これを受け、同プロジェクト実施の可能性について、より詳

細をオマーン政府関係者と協議するため、事前評価のための調査団を派遣した。本調査で

は、オマーン政府からの要請や前出開発調査の成果に基づき、オマーン側関係者とともに

技術協力プロジェクトの実施に向けた活動計画の策定をおこない、併せて「JICA 事業評価
ガイドライン（改訂版）」に基づき DACの「評価 5項目」（妥当性、有効性、効率性、イン
パクト、自立発展性）の観点から、プロジェクト実施計画の分析･評価･整理を行い、PDM を
含むプロジェクト･ドキュメント（案）の作成に協力するとともに、実施に向けた調査及び

資料の作成を行うことを目的とした。 
 

2.1.2. 調査方法 

本調査では、あらかじめ質問票を作成し、これに基づいて議論を行った。その上で、関

係者に対して計画内容を周知させ、併せて疑問点等を解決･説明することを目的としたワー

クショップを複数回開催した。これらを踏まえた協議をオマーン側と行うことにより、計

画内容についてオマーン側と共通認識を醸成するとともに、その内容について合意形成を

図った。さらに、実施協議調査までにより詳細に検討すべき点を明らかにした。 
 

2.1.3. 調査団員構成 

担当分野 名前 所属 
総括 山田 良春 JICA地球環境部第 1グループ自然環境保全チーム 主査（当時）
計画分析 小野澤雅人 株式会社レックス･インターナショナル 

 

 

 

 

 

                                                 
1 : QEICはマングローブ保全に係る調査・研究への貢献や一般市民の意識の向上を目的とする
「ビジター・センター」で、マスカット市内にあるマングローブ保全林 ‘Khawar Qurm’（総面積
74ha）に隣接して建設される予定。 
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2.1.4. 調査日程 

1 12/4 土 小野澤団員 オマーン着 
大使館表敬～MRMEWRとの協議 

2 12/5 日 協議 
3 12/6 月 植林・移植サイト（Shinas, Sawadi, Qurm）への踏査（終日） 
4 12/7 火 協議および利害関係者とのワークショップ（第 1回） 
5 12/8 水 協議 
6 12/9 木 報告書作成 
7 12/10 金 同上 
8 12/11 土 協議 
9 12/12 日 利害関係者とのワークショップ（第 2回） 
10 12/13 月 協議およびプロジェクトドキュメント作成 
11 12/14 火 同上 
12 12/15 水 同上 
13 12/16 木 プロジェクトドキュメント作成 
14 12/17 金 同上 
15 12/18 土 山田団員 オマーン着 

大使館表敬～MRMEWR関係者への表敬 
調査団内打ち合わせ 

16 12/19 日 MRMEWRとの協議～利害関係者とのワークショップ実施 
（プロジェクトドキュメント案配布） 

17 12/20 月 MRMEWRとの協議 
18 12/21 火 同上 
19 12/22 水 M/M署名、プロジェクトドキュメント打ち合わせ 

大使館報告 
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2.1.5. 面談者 

（1） 地方自治・環境・水資源省 

Mohammed Bin Abdullah Al-Muharmmi Director General For Environmental Affairs 
Ali Bin Amer Al-Kiyumi Director General For Nature Conservation 
Salim Bin Musalim Al-Saadiy Director of  Biodiversity Department 
Eng.Musalim Bin Mubrake Al-Jabri Head of Marine Pollution & Coastal Zone 

Management Section 
Mohammed Bin Khamis Al-Muzeni Environmental Specialist 
Tomoo Shoji Environmental Advisor 
Ahmed Al-saidi Head Section 
Naeem Al-Mashrsfiy Environmental planner 
Dr. Vanda Maria Mendonce Environmental Expert 
Dr.Barry Jupp Marine Pollution Expert 

 

（2） 農業漁業省 

Lamya Al Kiyumi Marine Ecology Specialist 
Salim Bin Mohammed Al-Hajri Marine Ecology Specialist 
Ahmed Bin Khalid Al-Ayseri  Head Of Marine Ecology Laboratory 

 
（3） マスカット市役所 

Eng. Mohammed Galeb Al-Kishery Director of Landscaping and Gardens Dep. 
 
（4） スルタン･カブース大学 

Prof. Saiyed Ahmed Professor and Head 
Dr. Adnan Bin Rashied Al-Azari  Assistance Prof  

 
（5） 在オマーン日本大使館 

海老名 信 公使 
小澤 健一 書記官（経済・技協担当） 

 
（6） JICA専門家 

東海林 知夫 環境アドバイザー 
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2.2. 実施協議調査 
 
2.2.1. 調査団派遣の目的 

事前調査団による調査結果、相手国との協議経過などを踏まえ、プロジェクトの基本計

画、実施体制の確認、協力に関する事項についての協議を行い、合意事項について討議議

事録（R/D）及び協議議事録（M/M）にまとめ、署名することを目的とした。 

 
2.2.2. 調査方法 

プロジェクトにおいて実施する研修計画案及びプロジェクト活動において用いられる機

材計画案を調査に先立って作成し、その内容を元にオマーン側との協議を経て合意形成し

た。プロジェクトドキュメントは、事前調査時に提示したドラフト文書へのオマーン側コ

メントを一部反映させ、その他追加事項については適宜協議を経て合意した。 

討議議事録は技術協力プロジェクトの基本形を元に作成した原案に対し、オマーン側と

の協議内容を反映させて最終的なものを作成した。 

 

2.2.3. 調査団員構成 

担当分野 名前 所属 

総括 山田良春 JICA地球環境部第 1グループ自然環境保全チーム長 

協力計画 丸尾 信 JICA地球環境部第 1グループ自然環境保全チーム職員

機材計画 原田洋一 国土環境株式会社大阪支店環境調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任研究員 

研修計画 井口次郎 株式会社ﾊﾟﾃﾞｺ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部ｼﾆｱ･ｱｿｼｴｰﾄ 
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2.2.4. 調査日程 

1 6/5 日 原田団員、井口団員 オマーン着 
大使館打合せ、MRMEWR表敬、情報収集 

2 6/6 月 MRMEWR関係部局への取材 
3 6/7 火 Food and Environmental Monitoring Center訪問 

4 6/8 水 農業漁業省Marine Science and Fisheries Center、Quality Control 
Centre訪問 

5 6/9 木 資料整理 
6 6/10 金 資料整理 
7 6/11 土 QEIC施設施工業者、人口湿地計画コンサルタントへの取材 
8 6/12 日 スルタンカブース大学訪問 

9 6/13 月 

MRMEWR内 Human Resource Development Center取材 
山田団長、丸尾団員 オマーン着 
大使館打合せ 
外務省表敬 
国家経済省表敬 
大使表敬 
人工湿地設計コンサルタントとの打合せ 
団内打合せ 

10 6/14 火 地方自治環境水資源省表敬 

11 6/15 水 MRMEWRでの協議 
Natural History Museum訪問（井口団員） 

12 6/16 木 Sawadi Beachマングローブ植林地訪問 

13 6/17 金 資料整理 

14 6/18 土 MRMEWRでの協議 

15 6/19 日 MRMEWRでの協議 

16 6/20 月 R/R、M/M署名 
大使館報告 
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2.2.5. 面談者 

（1） 地方自治・環境・水資源省 

Mohammed Bin Abdullah Al Muharrami Director General for Environmental Affairs 
Ali Bin Amer Al-Kiyumi Director General for Nature Conservation 
Ibrahim Ahmed Al-Ajmi Deputy Director General of Environmental Affairs 

Musalam Mubark Al-Jabri Section Head, Marine Pollution & Coastal Zone 
Management Section 

Badar Yousef Al-Blushey Marine Pollution & Coastal Zone Management Section 
Adel Mohmed Al-Omeiri Marine Pollution & Coastal Zone Management Section 
Yahiya Ali Al-Hooti Marine Pollution & Coastal Zone Management Section 
Ahmed Mubarak Khamis Al-Saidi Directorate General of Nature Conservation 

Bernard N. Emenyeonu Information Expert, Awareness and Information 
Department 

Barry P. Jupp Expert, Marine Pollution & Coastal Zone Management 
Section 

Haitham Bin Khalfan Al-Akhzami Director, Food and Environment Monitoring Centre 
Abdullah Bin Masoud Al-Harthy Director of Human Resources Development Centre 

Jamir Albahri Section Head, International and Overseas Courses, 
Human Resources Development Centre 

Hamad Obeid Al-Habsi Head of GIS & RS Section, Planning Department 
 
（2） 農業漁業省 

Salem Al-Hajir Head of Section, Marine Ecology Section, 
Marine Science and Fisheries Center 

 
（3） スルタン･カブース大学 

Saiyed I. Ahmed Professor and Head, Department of Marine Science & 
Fisheries, College of Agriculture & Marine Science 

Mushtaque Ahmed Associate Professor and Head, Department of Soil & 
Water, College of Agriculture & Marine Science 

Stephen Goddard Associate Professor, , Department of Marine Science & 
Fisheries, College of Agriculture & Marine Science 

 
（4） 自然史博物館 

Siddiqa Alwatti Supervisor 
 
（5） 外務省 

Hussain Omar A. Ibrahim Deputy Chief for Bilateral Cooperation with Friendly 
Countries Economic & Technical Cooperation 
Department 

 
（6） 国家経済省 

Suad Al-Fadhil Director of Technical Cooperation 
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（7） 在オマーン日本大使館 

大森 敬治 特命全権大使 
近藤 哲史 書記官 
小澤 健一 書記官（経済･技協班） 

 

（8） JICA専門家 

東海林 知夫 MRMEWR環境アドバイザー 
小野塚 透 農業漁業省 水産品質管理検証基準作成 



 11

第 3章 プロジェクトの基本計画 

 
3.1. プロジェクト目標 

 

討議議事録（R/D）に記載の通り、プロジェクト目標は「QEIC がオマーンにおけるマン
グローブ生態系の持続的な保全管理手法を促進するためのセンターとして設立される」と

されている。 

QEICはオマーンの首都であるマスカット市内に唯一残されたマングローブ自然林に、マ
ングローブ生態系の保全をオマーン国内及び周辺国に普及させるためのコンタクトポイン

トとしてオマーン政府により設立される。本件は、JICA が実施したマスタープラン調査に
基づき、優先度の高いプロジェクトとして提案され、その後オマーン側の要請により実施

されるものである。センターの運営は MRMEWR によって行われることとなっており、マ
ングローブ保全のための人材育成、モニタリング、生態系保全、環境開発の機能が想定さ

れている。さらにMRMEWRは、アラビア湾岸地域における海洋環境保全の組織（Regional 
Organization for Protecting Marine Environment: ROPME）の事務局としてマングローブ保全に
関する技術の蓄積を行い、これを同地域に普及させる使命を持っている。 

本プロジェクトでは、QEICに期待されているマングローブ生態系保全のための人材育成
を行うと共に、育成された人材によってマングローブ生態系のモニタリング、保全管理、

コミュニティを対象とした普及活動が持続的に行われるよう、QEIC 及びその運営を行う
MRMEWRの機能を強化することを目的としている。 

 

3.2. 成果 

 プロジェクトによる成果は、R/Dに以下の通り記載されている。 

（０）QEICにプロジェクト管理部門が組織される 

（１）多様な利害関係者に対する教育訓練プログラムが実施される 

（２）マングローブ生態系保全のためのモニタリング機能が強化される 

（３）持続的なマングローブ生態系の保全･管理手法が強化される 

（４）マングローブ生態系保全･回復のために国民の協力を得るべく展示及びコミ 

ュニティ･アウトリーチ･プログラムが実施される 

 それぞれの成果を達成するための具体的活動は以下の通り計画されている。 

 

3.2.1. 教育と訓練 

マングローブ生態系保全に関わる教育･訓練は本技術協力の重要な柱の一つとして位置

づけられている。QEICの職員をはじめ、MRMEWRの他部署職員、他省や政府機関の職員、
調査機関や NGO･民間企業に所属する者、あるいは地域のリーダーがターゲットグループと
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して想定されている。そのような教育･訓練プログラムは、様々な利害関係者を対象として、

マングローブ生態系保全･管理のための能力を強化することを目的としている。多様なター

ゲットグループの習得目標に合致するために、様々な水準の研修コースが開発され実施さ

れる。想定される研修プログラムは「3.4.1 研修実施計画」に記載の通りである。 

 

3.2.2. モニタリング 

 マングローブ保全に関連するモニタリング機能の強化は JICAが実施したマスタープラ
ン調査のなかでも重点分野として位置づけられている。技術協力を通じて、QEICはマング
ローブ生態系に関わる信頼性の高い情報とデータを収集し、さらに対象となるマングロー

ブ生態系周辺の社会経済情報についてもマングローブ保全のための基礎データとして継続

的に収集する。 

データ収集に加えて、QEICはデータ解析機能に関しても強化を図る。収集したデータに
対して客観的な解析を行うことにより、QEICが関連する民間企業、公的機関に対してマン
グローブ生態系管理に関する政策提言及び技術的助言を行うことができるようになること

が目標とされている。 

 

3.2.3. マングローブ生態系の持続的な保全と管理の強化  

JICA がこれまでに実施してきた技術協力によって、マングローブ植林技術は確立してお
り、いくつかの植林実施地において所要の成果を上げている。これらの植林地において生

物多様性が自然林と同様な水準まで回復するためには、おそらく 20年～30年という長い期
間を要すると考えられるが、QEICは今後も継続して植林とその技術開発を進めていく必要
がある。加えて開発された技術を国内及び周辺地域に普及させていくための手法の確立が

必要である。QEICの隣接地には、オマーン側により人口湿地が建設されることとなってお
り、この湿地を植林の実習地として活用することを計画している。また、既存の苗床の管

理と植林エリアの拡大も計画されており、引き続き植林技術には改良を加えていく。 

 

3.2.4. 展示とコミュニティを対象とした普及活動 

定期的な展示とコミュニティを対象とした普及活動によって、一般市民のマングローブ

生態系に対する意識を高めることを目的とした活動を行う。 

展示については、QEIC に近接する自然保護区内にあるマングローブ生態系を活かした、
実践的かつ体験的な展示を行うことが考えられる。また展示テーマに沿った広報活動や関

連セミナー･ワークショップの開催、他の QEIC 活動との連携を行い、効果的な意識啓発に
繋げる方法を検討する必要がある。 

普及活動は、既述した教育･訓練プログラムにおいて研修を受けた層が、より広範な人を

対象としてマングローブ生態系保全･管理に関する技術普及、環境啓発活動を展開すること

を想定している。そのため、活動の多くはプロジェクト後半に実施される予定である。 

その他、ネイチャーゲーム等、参加型の双方向教育プログラムを提供するインタープリ
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ターを養成するための研修プログラムも、一般大衆の意識向上のために効果的な手法であ

ると考えられる。  

 

3.2.5. 組織および制度の管理 

最後に、上述の主要な 4 項目を強化する上で不可欠なのが、これを実施するための組織
および制度の整備を行なうことである。これは QEIC に関わる全ての部署･人員に対して横
断的に実施する必要がある。プロジェクト活動の一環として実施される職員研修の中で、

QEICの使命、役割、責務、プロジェクト管理技術、類似施設の運営事例からのケーススタ
ディ実施や、マネジメント手法の研修が行われる予定である。加えて、類似の JICAプロジ
ェクトから得られる教訓は、本プロジェクトの効果的な実施に役立つと考えられる。 

 

3.3. プロジェクト実施期間 

プロジェクトの実施期間は事前調査時に 2年間と確認され、R/Dにも 2年間と明記した。 

ただし、オマーン側の負担で建設する QEICの建設計画が実施協議調査時点でも暫定であ
ったことから、QEICの建設計画が確定次第、完成後の QEICでのプロジェクトの活動期間
が 6ヶ月以上確保されるよう、プロジェクト開始時期を確定させることで合意した。 

プロジェクト開始時期確定については、実施協議調査団の協議議事録（別添資料 3）の項
目 9において以下の手順をとることで合意した。 

（1） MRMEWRより JICAに対してQEIC建設に係る諸手続きの進捗状況を連絡
する。 

（2） 必要な情報を入手後 1ヶ月以内に JICAから MRMEWR に対してプロジェ
クト開始時期を伝達する。 

（3） プロジェクトを開始する。 

なお、プロジェクト開始までのオマーン側との文書による連絡及び情報交換に当たって

は、適宜在オマーン日本国大使館の支援を受けて行われる。 

 

3.4. 活動分野別協力計画 

 

3.4.1 研修実施計画 

 教育とトレーニングは本技術協力の重要な柱の一つとして位置づけられており、プロジ

ェクトの基本計画では成果 1 を「多様な利害関係者に対する教育訓練プログラムが実施さ
れる」としている。また、成果 4を「マングローブ生態系保全･回復のために国民の協力を
得るべく展示及びコミュニティ･アウトリーチ･プログラムが実施される」としており、こ

こでも展示にかかる知識・技術習得のための研修や、コミュニティ・アウトリーチ・プロ

グラムの一環として一般向けの研修を実施することとなる。 

 表 3-1に、本プロジェクトで実施する研修の全体計画を示す。本計画は実施協議調査時に
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オマーン側と合意したものであり、英語の原文は別添資料 3（第 145 頁）の通りである。研

修は 11 のコースで構成されており、このうち表中 1〜8 の 8 つのコースは QEIC 職員、

MRMEWR 職員、他政府機関職員、他研究機関研究員など、本プロジェクト諸活動の実施者

となる政府職員や将来の研修で講師になる人々を対象としている。これらの研修コースは

職員研修やトレーナー養成研修としての性格が強い。 

 他方、表中 9〜11 の 3 つのコースは、コミュニティリーダー、教員、学生、民間セクター

など、本プロジェクト実施者以外の一般大衆を対象としており、コミュニティ･アウトリー

チや環境啓発活動の一環としての性格が強い。なお、各研修コースが PDM 上のどの活動に

対応するかを示すため、表 3-1 には、研修コース名とあわせて、各コースに対応する PDM
上の活動番号を記した。 



 

表 3－1 研修全体計画 
対象者 

研修コース名および対応す
る PDM 上の活動番号 分野 

QEIC
職
員

 

MRMEWR
職
員
 

他
政
府
機
関
職
員

 

他
研
究
機
関
研
究

員
 

ROPME
諸
国
専
門

家
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
指

導
者

 

教
員

 

学
生
（
高
等
教
育
） 

民
間
セ
ク
タ
ー

 

研修目標 

期
間
（
日
）

 

研
修
受
講
者
数
*2 

実施予定時期*1 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間

中
（
2
年
間
）
の
研
修

受
講
者
総
数

 

1. QEICの管理・運営（活
動番号 1.5） 

管理・運
営     研修受講者が、マングローブ管理の拠点とし

ての QEICの運営を適切に行える。 3 5 3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、
1年後、1.5年後） 15 

2. マングローブのモニタ
リング（活動番号 1.5）    研修受講者が、マングローブの日常的なモニ

タリング・報告を行える。 7 7 同上 21 
3. データ収集・処理・分析
（活動番号 1.5） 

マングロ
ーブ地域
のモニタ
リング   

研修受講者が、マングローブ生態系保全計画
策定を支援できる。 3 7

同上 
21 

4. マングローブ保全のた
めの研修・教育（活動番
号 1.5、4.7） 

   
研修受講者が、研修の実施･評価を通し、研修
プログラム強化を行える。 3 7

同上 
21 

5. 環境教育教材の作成（活
動番号 1.5、4.7）    

研修受講者が、研修・教育・展示のために、
それぞれの目的に合った教材を作成すること
ができる。 

3 7 同上 21 

6. マングローブ保全のた
めの計画立案（活動番号
1.5） 

研修・教
育 

   
研修受講者が、収集データに基づきマングロ
ーブ管理計画の策定･実施･評価を行うことが
できる。ヒルギダマシ（Avicennia marina）の
植林を実施できる。 

3 7
同上 

21 

7. コミュニティ・アウトリ
ーチと環境啓発（活動番
号 1.5、4.6） 

   
研修受講者が、一般の人々を動員してマング
ローブ生態系管理のための活動を行うことが
できる。 

3 7 同上 21 

8. 展示と広報（活動番号
1.5、4.6） 

コミュニ
ティ・ア
ウトリー
チと展示 

   研修受講者が、対象者に合わせて魅力的かつ
有益な展示･広報を行うことができる。 3 7 同上 21 

9. マングローブを学ぶ（活
動番号 4.3, 4.4, 4.5）     

研修受講者が、マングローブについての基礎
知識とその保全の重要性について学ぶ。 1 30 QEIC施設完成から 2ヶ月毎に実施

（プロジェクト終了後も継続） 
90 

10. マングローブを守る（活
動番号 1.5）     

研修受講者が、マングローブ保全活動（モニ
タリングと植林）を実施できる。 4 15 6回（QEIC及び 5つのMRMEWR

地域事務所において実施） 
90 

11. マングローブを教える
（活動番号 4.6、4.7） 

一般向け
コース 

    
研修受講者が、マングローブ保全のための教
育・啓発活動（現場での解説を含む）を計画･
実施できる。 

3 15
6ヶ月毎に実施（プロジェクト終了
後も継続） 45 

*1 活動計画表（PO）に対応している。 
*2 研修受講者数と研修の頻度は、研修を必要とする対象者数にしたがい変更されうる。 

 
15
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 次頁以降に、それぞれのコースの研修目的を達成するために必要な授業科目、授業内容、

教授法、想定されるトレーナー（講師、ファシリテーター等）、研修場所、必要な資機材、

授業時間等についての計画を示す。 

 番号 1〜8の 8つのコースについては、講義や実習に加え OJTによる研修も必要と思われ
る。これらのコースの対象者としては、QEIC職員をはじめとする本プロジェクトの諸活動
の実施者・関係者を想定しており、研修受講者が「研修→OJT→本格的な活動実施」という
段階を踏んで、マングローブ保全の諸業務に熟練していくことが期待される。なお次頁以

降に示す計画では、授業時間の欄に OJT分の時間として「+」を記入している。例えば「4+」
は、講義や実習での 4時間に加え OJTが求められることを意味する。 

 なお研修実施に際しては、MRMEWR内外関連組織が有するリソースを活用することが効
率的である。詳細は「4.2.関連機関･部署の現況と連携」「6.3. 省内及び他省、関係機関との
連携」に後述するが、特にMRMEWR内では人材開発センター、啓発･情報部、計画部 GIS
課、情報システム部、食品･環境モニタリングセンター、MRMEWR外ではスルタン･カブー
ス大学、農業漁業省などが有するリソースの活用が有効であると思われる。プロジェクト

開始に際しては、ここに示した各関連機関による研修への協力が得られるかを確認すると

共に、他にも有用なローカルリソースに関する情報を継続的に収集する必要がある。 

 なお、本研修計画は調査時点で得られた限られた情報から作成したものであるため、今

後追加的な情報が得られ次第、適宜計画を改定していく必要がある。 
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研修詳細計画（コース毎のカリキュラム）2 
コース名：1. QEICの管理運営 
分野：組織運営管理 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員 
研修目標：研修受講者が、マングローブ管理の拠点としての QEICの運営を適切に行える。 
期間：3日間 研修者数：5名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ（講師、ﾌｧｼﾘﾃ

ｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

QEIC の管理
運営 

自然資源管理における
QEIC の任務、役割、責任 

講義 QEIC 所長及び・また
はJICAﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ
ｰ 

人材開発ｾﾝﾀｰ
または QEIC 

 2 

類似組織の
事例研究 

-QEIC の類似機関に関す
るｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 
（例）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ
情報ｾﾝﾀｰ、International 
Society of Mangrove 
Ecosystems (ISME)など 

講義･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
（類似機関の
活動評価） 

JICA 専門家 同上  3 

経営原理 経営の原理原則（ﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟなど）を理解する。 

講義 （人材開発センタ
ーに手配を依頼） 

同上  2 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管
理 

-ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理の意義及
び方法論（計画･管理･評
価） 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｻｲｸﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
（PCM） 
-ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの
作成 

講義 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
OJT 

JICA ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 同上  5+ 

                                                 
2研修詳細計画の英文原本は実施協議調査協議議事録に添付されている（付属資料 3参照）。なお
資機材については、協議議事録署名後に得られた情報に基づき、英文原本から若干の変更を加え
ている。 
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コース名：2. マングローブのモニタリング 
分野：マングローブ地域のモニタリング 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、マングローブの日常的なモニタリング･報告を行える。 
期間：7日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ生
態系の現状 

ｵﾏｰﾝおよび世界のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ生態系の現状 

講義 -JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）及び、また
は 
-ｽﾙﾀﾝｶﾌﾞｰｽ大学 
Saiyed I. Ahmed 教授 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ生
態系 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ環境における
個体や個体群の関係 

現地視察 

同上 

Qurm 自然
保護区 

双眼鏡 2 

人間とﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ(1) 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞにかかる法
的・制度的枠組みおよ
び社会経済状況 

講義 同上 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

人間とﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ(2) 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ破壊が人間社
会に及ぼす影響 

講義 同上 同上  1 

人間とﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ(3) 

人間社会がﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞに
及ぼす負の影響 

講義 同上 同上  1 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

2 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

-永久調査区における
樹木数、天然更新、成
長、森林域拡大のﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ 
-魚、虫、ﾗｸﾀﾞによる種
子や幼個体への影響の
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ. 

実習、OJT 

同上 

Qurm 自然
保護区 

測高計 
測高竿 
巻き尺 
ノギス 
葉緑素計 
番号タグ 
葉色帳 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2+ 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

2 水質・土壌
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

-水・土壌（土壌堆積を
含む）のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
-塩分濃度とそのﾏﾝｸﾞﾛ
ｰﾌﾞへの影響 
-栄養分 
-温度・湿度 

実習、OJT 

同上 

Qurm 自然
保護区 

水質パックテスト 
流向・流速計 
オートレベル 
温度計 
土色帳 
スコップ 
土壌硬度計 
土壌試料円筒 
観層採土器 
土壌分析器 
採水器 
サンプル瓶 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2+ 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

2 動植物相ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ 

動植物相のﾓﾆﾀﾘﾝｸ（゙鳥
類、魚類、甲殻類、ﾌﾟ
ﾗﾝｸﾄﾝ、昆虫、ｸﾓなどの
種数・個体数） 実習、OJT 

同上 

Qurm 自然
保護区 

フィールドスコープ 
双眼鏡 
三脚 
ルーペ 
柄付き網 
投網 
胴長 
セル瓶 
採泥器 
ふるい 

2+ 
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授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 
（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 

場所 資機材 時
間 

   プランクトンネット 
サンプル瓶 
ホルマリン 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

2 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ地
域の社会経
済状況のﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ 

社会経済状況のﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ（漁業や牧畜などﾏﾝ
ｸﾞﾛｰﾌﾞ内および周辺の
土地利用など) 実習、OJT 

-JICA 専門家（環境モ
ニタリング/分析）及
び、または 
-ｽﾙﾀﾝ・ｶﾌﾞｰｽ大学経済
学部講師 

Qurm 自然
保護区 

カウンター 
アンケート 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2+ 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 2 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの
ための諸手
法の開発 

-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ生態系ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞの手法と手順の開
発･改善 
-Demographic Matrix ﾓ
ﾃﾞﾙ：人間活動のﾏﾝｸﾞﾛ
ｰﾌﾞ生態系への影響と
その程度 

実習、OJT 

-JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）及び、また
は 
-ｽ ﾙ ﾀ ﾝ・ｶﾌ ﾞ ｰ ｽ大学 
Saiyed I. Ahmed 教授 

Qurm 自然
保護区 

 2+ 

実験室での
分析 

塩分 
電気伝導度 
pH 
溶存酸素 
酸化還元電位 
化学的酸素要求量
（COD） 
ｸﾛﾛﾌｨﾙ 
動植物の同定 

講義、実
習、OJT 

-JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）及び、また
は 
- ｽ ﾙ ﾀ ﾝ ･ ｶ ﾌ ﾞ ｰ ｽ大学 
Saiyed I. Ahmed 教授、
及び、または 
-食品環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
職員 

食品･環境
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ、ないし
ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰ
ｽ大学、な
いし QEIC 

pH、ORP 計 
DO 計 
電子天秤 
乾燥機 
保冷庫 
冷凍庫 
濁度計 
塩分計 
土壌篩振とう器 
実体顕微鏡 
顕微鏡 
ルーペ 
標準液 
試薬 
温度計 
廃液処理機 
ガラス容器 

4+ 
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コース名：3. データ収集・処理・分析 
分野：マングローブ地域のモニタリング 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、他研究機関研究員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、マングローブ生態系保全計画策定を支援できる。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 

授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ﾃﾞｰﾀ分析の
目的 

ﾃﾞｰﾀ処理と情報収集の
目的･方法 

講義 - JICA 専門家（環境ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ/分析/ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
開発） 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

ﾃﾞｰﾀの入力
と変換 

ﾃﾞｰﾀの入力と変換（未
加工データの整理、図
表作成） 

講義、実
習、OJT 

- JICA 専門家（環境ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ/分析/ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
開発）および、または 
-ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学講師 

同上 コンピューター 
カラープリンター 
画像解析ソフト 
GIS ソフト 
その他のソフト 

3+ 

環境ﾃﾞｰﾀの
統計分析 

林木生態学ﾃﾞｰﾀを含む
分析 

講義、実
習、OJT 

同上 同上 コンピューター 
統計解析ソフト
（SPSS など） 

3+ 

ﾃﾞｰﾀの解釈 -ﾃﾞｰﾀ解釈 
-報告書･論文作成 

講義、実
習、OJT 

同上 同上  1+ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの
開発 

 講義、実
習、OJT 

同上 同上 サーバ 
ファイヤウォール 
コンピュータ 
その他のソフト 

3+ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 初歩的なｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ作成 

講義、実
習、OJT 

同上 同上  3+ 
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コース名：4. マングローブ保全のための研修・教育 
分野：研修・教育 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、研修の実施･評価を通し、研修プログラム強化を行える。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保
全のための
研修・教育 

研修・教育の目的と方
法論 

講義 -JICA 専門家（環境教
育）および、または 
-QEIC 所長 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

研修計画 環境問題に係る研修・
教育活動の計画 

講義、ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、
OJT 

-JICA 専門家および、
あるいは 
-人材開発ｾﾝﾀｰの手配
による講師 

同上  1+ 

講義 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 研修実施 研修・教育活動の実施 

実習、OJT 

同上 

Qurm 自然
保護区 

スコップ 
長靴 
双眼鏡 

2+ 

研修評価 研修・教育活動の評価 講義、実
習（ﾜｰｸｼｮ
ｯﾌﾟ）、OJT 

同上 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1+ 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞで
の野生生物
解説 

野生生物の同定（植物、
鳥、貝、カニ、昆虫、
魚など）およびその解
説 

講義、実
習、OJT 

JICA 専門家 Qurm 自然
保護区 

フィールドスコープ 
双眼鏡 
三脚 
ルーペ 
柄付き網 
投網 
胴長 
セル瓶 
ふるい 

4+ 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞで
の体験型活
動 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞの野生生物を
利用したｹﾞｰﾑ、ｸｲｽﾞ、
工作など 

講義、実
習、OJT 

同上 同上  4+ 
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コース名：5. 環境教育教材の作成 
分野：研修・教育 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、研修・教育・展示のために、それぞれの目的に合った教材を作
成することができる。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

環境啓発教
材 

研修、教育、展示用の
教材作成の方法 

講義 JICA 専門家 人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

印刷物の作
成 

報告書、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼ、
ﾎﾟｽﾀｰなど印刷物の計
画、編集、印刷 

講義、実
習、OJT 

-JICA 専門家、および、
または 
-MRMEWR 省内の啓発・
情報担当職員 

同上 コンピューター 
描画ソフト 
画像処理ソフト 
カラープリンター 
FAX･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機 
ラミネーター 
バインダー 
カラーコピー機 
プロッター 

5+ 

ｵｰﾃﾞｨｵ・ﾋﾞ
ｼﾞｭｱﾙ教材
の作成 

ﾋﾞﾃﾞｵｸﾘｯﾌﾟ、ｽﾗｲﾄﾞなど
AV 教材の計画、編集、
複製 

講義、実
習、OJT 

同上 同上 コンピューター 
ビデオ編集ソフト 
ビデオカメラ 
カメラ 
取り込みソフト 

5+ 
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コース名：6. マングローブ保全のための計画立案 
分野：研修・教育 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、他政府機関職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、収集データに基づきマングローブ管理計画の策定･実施･評価を
行うことができる。ヒルギダマシ（Avicennia marina）の植林を実施できる。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保
全の計画と
管理 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと分析に基づ
いた保全活動管理の目
的と方法 

講義 -JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）または 
-ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学
Saiyed I. Ahmed 教授 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰ、また
は QEIC、ま
たは
MRMEWR 地
方局 

 1 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ管
理計画の策
定 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ管理計画の策
定･実践 

講義、実
習/ﾜｰｸｼｮ
ｯﾌﾟ、OJT 

JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ/分析） 

同上  4+ 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ管
理計画のﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞと評
価 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計
画の策定･実践 

講義、実
習/ﾜｰｸｼｮ
ｯﾌﾟ、OJT 

-JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）または 
-ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学
Saiyed I. Ahmed 教授 

同上  4+ 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植
林技術 

-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林の適地
選定 
-繁殖の諸手法（苗木移
植、種子） 

講義、実
習、OJT 

-JICA 専門家（環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ/分析）または 
-QEIC 職員 

Qurm 自然
保護区、ま
たは地方
のﾏﾝｸﾞﾛｰ
ﾌﾞ林 

使い捨て植木鉢 
遮光網 
移植ごて 
スコップ 
長靴 
双眼鏡 
揚水ポンプ 

5+ 
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コース名：7. コミュニティ・アウトリーチと環境啓発 
分野：コミュニティ・アウトリーチと展示 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、他政府機関職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、一般の人々を動員してマングローブ生態系管理のための活動を
行うことができる。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

環境保全の
ためのｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ、教
育、啓発 

自然保護におけるｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ、教育、啓発の必
要性 

講義 -JICA 専門家（ｺﾐｭﾆﾃ
ｨ・ｱｳﾄﾘｰﾁ/普及）また
は 
-MRMEWR 省内の啓発・
情報担当職員 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは
QEIC 

 1 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の諸理論 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
の普及の諸理論 

講義 同上 同上  1 

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｳ
ﾄﾘｰﾁと啓発
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
事例研究 

-事例研究を通じた教
訓抽出 
（例）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾝｸﾞﾛｰ
ﾌﾞ情報ｾﾝﾀｰ、JICA 協力
によるその他の自然保
護ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、MRMEWR 啓
発･情報部によるｺﾐｭﾆﾃ
ｨ・ｱｳﾄﾘｰﾁと啓発ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑなど。  

講義 同上 同上  1 

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｳ
ﾄﾘｰﾁと啓発
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
計画 

ｱｳﾄﾘｰﾁ･啓発活動の計
画策定法 

講義、実
習、OJT 

同上 同上  3+ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｳ
ﾄﾘｰﾁと啓発
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
実施 

活動の実施 講義、実
習、OJT 

同上 同上 携帯型 PA システム 
集会用テント 
テレビモニタ 
ビデオデッキ 
DVD デッキ 
拡声器 
白板 

5+ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｳ
ﾄﾘｰﾁと啓発
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評
価 

活動のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価 講義、実
習、OJT 

同上 同上  3+ 
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コース名：8. 展示と広報 
分野：コミュニティ・アウトリーチと展示 
研修対象者：QEIC職員、MRMEWR職員、ROPME諸国専門家 
研修目標：研修受講者が、対象者に合わせて魅力的かつ有益な展示･広報を行うことができ
る。 
期間：3日間 研修者数：7名 
実施予定時期：3回（プロジェクト開始 6ヶ月後、1年後、1.5年後） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

環境保全の
ための広報
の目的 

-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保全のため
の広報の目的、ﾘｿｰｽ、
管理 
-助成金を得るためのﾏ
ｰｹﾃｨﾝｸﾞ、宣伝 

講義 -JICA 専門家、および、
または 
-MRMEWR 省内の啓発・
情報担当職員 

人材開発ｾ
ﾝﾀｰまたは 
QEIC 

 1 

環境保全の
ための広報
の事例研究 

-事例研究を通じた教
訓抽出 
（例）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾝｸﾞﾛｰ
ﾌﾞ情報ｾﾝﾀｰ、JICA 協力
によるその他の自然保
護ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、MRMEWR 啓
発･情報部による広報
活動など。 

講義 同上 同上  2 

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ実
習 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活動につい
ての記者会見開催、ﾌﾟ
ﾚｽﾘﾘｰｽ作成 

ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ、実習、
OJT 

同上 同上  3+ 

展示の計
画・実施方
法  

展示の目的および展示
計画策定 

講義 同上 同上  1 

展示に関す
る事例研究 

-事例研究を通じた教
訓抽出 
（例）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾝｸﾞﾛｰ
ﾌﾞ情報ｾﾝﾀｰ、JICA 協力
によるその他の自然保
護ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、MRMEWR 啓
発・情報部による広報
活動など。 

講義 同上 同上  2 

展示 QEIC の展示作成･改善 ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ、実習、
OJT 

同上 同上 展示用パネル 
モニタ、スクリーン 
スピーカー 
プロジェクタ 
ﾒｶﾞﾌｫﾝ 
ビデオデッキ 
DVD プレーヤー 
標本台 
水槽 

3+ 
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コース名：9. マングローブを学ぶ 
分野：一般向けコース 
研修対象者：コミュニティ指導者、教員、学生（高等教育）、民間セクター、一般市民 
研修目標：研修受講者が、マングローブについての基礎知識とその保全の重要性について
学ぶ。 
期間：1日間 研修者数：30名 
実施予定時期：QEIC施設完成から 2ヶ月毎に実施（プロジェクト終了後も継続） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ｵﾏｰﾝと世界
のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ 

ｵﾏｰﾝおよび世界のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ生態系の現状。 

講義 QEIC 所長 QEIC  1 

講義 QEIC  1 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ生
態系 

-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ環境におけ
る個体や個体群の関係 
 
-環境生理学（基礎）：
環境条件とﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞの
生長の相互作用 

現地視察 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを担当する
QEIC 職員および、また
はｽﾙﾀﾝｶﾌﾞｰｽ大学講師 

Qurm 自然
保護区 

長靴 
双眼鏡 

1 

講義 QEIC  1 社会とﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ 

-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞの価値 
-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞについての
政策と規制 
-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞに対する脅
威 
-ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保全方法 
- QEIC の役割 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
/討論 

研修・教育を担当する
QEIC 職員および、また
は 
ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学講師 

QEIC  1 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ苗
の植栽 

保全活動への参加 実習 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植栽を担当す
る QEIC 職員および、ま
たは 
ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学講師 

Qurm 自然
保護区（人
工湿地） 

移植ごて 
スコップ 
長靴 

1 
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コース名：10. マングローブを守る 
分野：研修・教育 
研修対象者：コミュニティ指導者、教員、学生、民間セクターなど（モニタリングと植林
に協力する人々） 
研修目標：研修受講者が、マングローブ保全活動（モニタリングと植林）を実施できる。 
期間：4日間 研修者数：15名 
実施予定時期：6回（QEIC及び 5つのMRMEWR地域事務所において実施） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ（講師、ﾌｧｼﾘ

ﾃｰﾀｰ等） 
場所 資機材 時

間 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと
植林の目的 

植林と日常的ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
作業の必要性 

講義 QEIC 所長 QEIC または
MRMEWR 地方
局 

 1 

講義 QEIC または
MRMEWR 地方
局 

1 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

-永久調査区における
樹木数、天然更新、成
長、森林域拡大のﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ 
-魚、虫、ﾗｸﾀﾞによる種
子や幼個体への影響の
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ. 

実習 

QEIC ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・情報
課職員、および、ま
たは 
ｽﾙﾀﾝｶﾌﾞｰｽ大学講師 Qurm 自然保

護区または
地方のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ林 

測高計 
測高竿 
巻き尺 
ノギス 
葉緑素計 
番号タグ 
葉色帳 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2 

講義 QEIC または
MRMEWR 地方
局 

1 水質・土壌
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

-水・土壌（土壌堆積を
含む）のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
-塩分濃度とそのﾏﾝｸﾞﾛ
ｰﾌﾞへの影響 
-栄養分 
-温度・湿度 

実習 

同上 

Qurm 自然保
護区または
地方のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ林 

水質パックテスト 
流向・流速計 
オートレベル 
温度計 
土色帳 
スコップ 
土壌硬度計 
土壌試料円筒 
観層採土器 
土壌分析器 
採水器 
サンプル瓶 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2 

講義 QEIC または
MRMEWR 地方
局 

1 動植物相ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ 

動植物相のﾓﾆﾀﾘﾝｸ（゙鳥
類、魚類、甲殻類、ﾌﾟ
ﾗﾝｸﾄﾝ、昆虫、ｸﾓなどの
種数・個体数） 実習 

同上 

Qurm 自然保
護区または
地方のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ林 

フィールドスコープ 
双眼鏡 
三脚 
ルーペ 
柄付き網 
投網 
胴長 
セル瓶 
採泥器 
ふるい 
プランクトンネット 
サンプル瓶 
ホルマリン 
カメラ 
ビデオカメラ 
コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

2 

講義 QEIC または
MRMEWR 地方
局 

1 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ地
域の社会経
済状況のﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ 

社会経済状況のﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ（漁業や牧畜などﾏﾝ
ｸﾞﾛｰﾌﾞ内および周辺の
土地利用など) 実習 

同上 

Qurm 自然保

カウンター 
アンケート 
カメラ 
ビデオカメラ 2 
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授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ（講師、ﾌｧｼﾘ
ﾃｰﾀｰ等） 

場所 資機材 時
間 

   護区または
地方のﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ林 

コンパス 
GPS 
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ､ﾎﾞｰﾄﾞ 
ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ､ｴﾝｼﾞﾝ 

実験室での
分析 

採集した試料の分析に
よるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ対象の理
解 

講義 QEIC ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・情報
課職員、および、ま
たは 
食品･環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾ
ﾝﾀｰ職員、および、
または 
ｽﾙﾀﾝ･ｶﾌﾞｰｽ大学講
師 

QEIC、また
は食品環境
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞセ
ンター、ま
たはｽﾙﾀﾝ･ｶ
ﾌﾞｰｽ大学 

pH、ORP 計 
DO 計 
電子天秤 
乾燥機 
保冷庫 
冷凍庫 
濁度計 
塩分計 
土壌篩振とう器 
実体顕微鏡 
顕微鏡 
ルーペ 
標準液 
試薬 
温度計 
廃液処理機 
ガラス容器 

2 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植
林技術 

繁殖の諸手法（苗木移
植、種子） 

講義、実
習、OJT 

QEIC ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林
課職員 

Qurm 自然保
護区、また
は地方のﾏﾝ
ｸﾞﾛｰﾌﾞ林 

使い捨て植木鉢 
遮光網 
移植ごて 
スコップ 
長靴 
双眼鏡 
揚水ポンプ 

5+ 
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コース名：11. マングローブを教える 
分野：一般向けコース 
研修対象者：コミュニティ指導者、教員、大学生、NGO など（自然解説員として活動する
人々） 
研修目標：研修受講者が、マングローブ保全のための教育・啓発活動（現場での解説を含
む）を計画･実施できる。 
期間：3日間 研修者数：15名 
実施予定時期：6ヶ月毎に実施（プロジェクト終了後も継続） 
授業科目 授業内容 教授法 ﾄﾚｰﾅｰ 

（講師、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等） 
場所3 資機材 時

間 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保
全のための
啓発 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保全のための
啓発活動の必要性 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝやｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
の普及の諸理論 

講義 QEIC 所長 QEIC、およ
び、または 
人材開発ｾ
ﾝﾀｰ 

 1 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞで
の野生生物
解説 

野生生物の同定（植物、
鳥、貝、ｶﾆ、昆虫、魚
など）およびその解説 

講義、実
習 

QEIC 訓練・教育課職員 Qurm 自然
保護区 

フィールドスコープ 
双眼鏡 
三脚 
ルーペ 
柄付き網 
投網 
胴長 
セル瓶 
ふるい 

4 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞで
の体験型活
動 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞの野生生物を
利用したｹﾞｰﾑ、ｸｲｽﾞ、
工作など 

講義、実
習 

QEIC 訓練・教育課職
員、および、または 
QEIC 展示/広報課職員 

同上  4 

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ保
全のための
環境啓発活
動の計画と
実施 

啓発活動の計画、実施、
評価方法4 

講義、ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ 

QEIC 訓練・教育課職員 QEIC、およ
び、または 
人材開発ｾ
ﾝﾀｰ 

 1 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｱｳﾄ
ﾘｰﾁと啓発
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
事例研究 

-事例研究を通じた教
訓抽出 
（例）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾝｸﾞﾛｰ
ﾌﾞ情報ｾﾝﾀｰ、JICA 協力
によるその他の自然保
護ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、啓発・情
報部によるｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｳ
ﾄﾘｰﾁと啓発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑな
ど。  

講義 QEIC 訓練・教育課職員 同上  1 

 

                                                 
3 研修詳細計画の英文原本では講義については QEICのみを研修場所としているが、QEIC施設
建設前にも本研修は実施されることから、講義の場所として人材開発センターを追加した。 
4 研修詳細計画の英文原本にあるこの科目の授業内容を、より適切な授業内容に変更した。 
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3.4.2. モニタリング実施計画 

 マングローブ生態系のモニタリングは、JICA が実施したマスタープラン調査の中でもマ
ングローブ林やその周辺地区の効果的な保全と管理を行う上で不可欠であるとされている。 
 また、モニタリングは以下の各目的のために必要である。 

・ 対象地域の現状の評価と変遷の確認 
・ 沿岸、海洋汚染の影響把握 
・ マングローブ生態系の不正使用の防止 
・ マングローブ生態系保全･管理に関する政策、法令の策定･評価 

 一方、QEICやMRMEWR地方機関の限られた人員でモニタリングを継続的に行うことは
困難であるため、マングローブ調査対象区周辺の住民の協力を得てモニタリングを行うこ

とが最も効果的な体制であると考えられる。 
 「3.4.1.研修実施計画」に示したとおり、プロジェクト開始当初は QEIC職員、MRMEWR
職員、他研究機関職員等に対し、モニタリング及びデータ分析に関する研修を実施する。

その後、研修を受講した職員が一般向けのマングローブ保全研修を実施することにより、

モニタリング手法が一般市民に伝えられることとなる。 
 以上の通りモニタリングの一部は一般市民が行うことを想定しているため、モニタリン

グ手法は可能な限り簡便であることが望ましい。このような観点から、モニタリング項目、

方法、主要機材を表 3-2の通りにまとめた。 
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表 3-2 モニタリング項目、方法および主要機材 
 

対象 項目 方法 主要器材 
樹高 測高計 
樹径 測高竿 
成長状態 巻き尺 
病気、害虫等 ノギス 
 照度計 

マングローブ生態 

  

観察、測定、サンプリング 

葉色帳 
水温 水質パックテスト 
塩分、電気伝導度 採水器 
pH 採泥器 
溶存酸素量 ふるい 
酸化還元電位 土色帳 
COD スコップ 
クロロフィル 土壌硬度計 
土質 土壌試料円筒 

観層採土器 

水質、土質 

栄養塩類(NO3-N, NO2-N, NH4-N, 
PO4-P) 
  

測定、サンプリング 

土壌分析器 
鳥類 プランクトンネット 
昆虫類 昆虫網 
魚類 採水器 
底生生物 採泥器 
プランクトン ふるい 
 刺し網、籠等 
 双眼鏡、フィールドスコープ 
 顕微鏡 

動植物相 

  

サンプリング、同定 

実体顕微鏡 

 

 
 モニタリングの頻度はオマーン国の季節変化を考慮し、5月～9月にかけての夏季と、11
月～4月にかけての冬季の年 2回程度行うことが適当であると考えられる。オマーン国南部
の都市サラーラを含むドファール地方は、他の地域とは違い気候が特徴的であり、マング

ローブは１年に 2回開花するため、調査の頻度については議論が必要である。 

 表 3-2中に示す化学分析項目は継続的にモニタリングを行うものであるが、表 4-4に示す
その他の項目についても、さほど高い頻度ではなくとも、モニタリング項目として考慮に

入れておく必要がある。 

 

3.4.3. 展示及びコミュニティ・アウトリーチ実施計画 

 プロジェクトの基本計画において、成果 4「マングローブ生態系保全･回復のために国民
の協力を得るべく展示及びコミュニティ･アウトリーチ･プログラムが実施される」とされ

ており、この成果を達成するために、以下の活動が計画されている。 
 

活動 4.1 展示及びアウトリーチの対象者を決定する。 
活動 4.2 対象者毎の目標を定め、手法を選択する。 
活動 4.3 本プロジェクトによる研修及び教育活動の成果を公開する。 
活動 4.4 マングローブ生態系のモニタリング結果を公開する。 
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活動 4.5 マングローブ保全活動の成果を公開する。 
活動 4.6 参加型社会調査およびコミュニティ動員の技術について研修を行う。 
活動 4.7 ネイチャーゲームや展示などインタラクティブ教育におけるトレーナ 
 ー養成研修および「自然解説員」研修を行う。 
活動 4.8 一般大衆向けにマングローブについての典型的な展示を行い公開する。 
活動 4.9 必要に応じて活動を変更する。 

 
 環境啓発のための活動一般に言えることであるが、活動 4.1 の対象者の決定と、活動 4.2
の対象者毎の目標設定は重要である。特に本プロジェクトは実施期間が 2年間と短いため、
明確に対象者を絞り込み、プロジェクトで実現可能な意識・行動の変化を目標に設定し、

効率的に活動を行うことが求められる。漠然とした「一般市民」全体を相手に過大な達成

目標を設定すると、非効率であり、また客観的に成果を示すことも難しくなる。 
 「3.4.1.研修実施計画」に示したコース番号 9〜11 の 3 つの研修コースは一般市民を対象
とし、コミュニティ・アウトリーチなどによる彼らのマングローブ保全活動への参画を目

指している。計画では研修の具体的な対象者として、コミュニティ指導者、教員、学生、

民間セクター、NGO を想定しており、研修目標として、マングローブを理解すること、モ
ニタリング・植林ができるようになること、教育・啓発活動ができるようになること、を

設定している。これらの対象者設定と目標設定が適切であるか否かは、プロジェクト実施

中に再確認する必要がある。 
 展示については、プロジェクト開始後に得られる情報に基づき、対象者と目標を明確に

し、適切な方法で行う必要がある。なお、展示は、QEIC内とともに、MRMEWR地方局に
おいて行うことも検討に値する。また、展示を独立した活動とはとらえずに、対象者と目

標に合わせて研修、セミナー、ワークショップなどと連携させることにより、効果を高め

ることが期待される。 
 なお、調査時点では QEIC館内の展示として、館内から周囲の保護区に自生するマングロ
ーブやそこに集まる鳥等を観察できる大型の双眼望遠鏡、プロジェクターやモニターを多

用した視聴覚装置等を設置する予定である。 
 また、QEICへの一般のリピーターを確保するためには、比較的短期間で変更・更新され
る、視聴覚装置を用いた展示（ビデオ、写真等）が有効である。 

 

3.5. 投入計画 

 

3.5.1. 専門家派遣計画 

 本プロジェクトにおいては、JICA 専門家の主要な業務は QEIC 職員をはじめとするプロ
ジェクト実施者への技術移転であり、それは主に研修を通じてなされる。「3.4.1.研修実施計
画」に記したとおり、プロジェクト開始当初は、JICA専門家をトレーナーとして、QEIC職
員、MRMEWR職員、他政府機関職員、他研究機関研究員を対象とした研修を実施する。こ
れにより、オマーン側カウンターパート機関および関係機関の研修実施能力を高め、持続

的な人材育成に資することが計画されている。 
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 派遣専門家の分野は研修実施内容に即し、以下の通り想定しており、R/D他関連文書にそ
の旨記載した。 
（1） チーフアドバイザー/研修実施計画 
（2） 環境モニタリング 
（3） データ分析･データベース開発 
（4） 展示計画 
（5） コミュニティ活動 
 なお、各専門家はプロジェクトでの研修実施時期に合わせての派遣となるが、各分野の

研修はプロジェクト実施期間中に複数回実施されるため、専門家も複数回に分けて派遣す

ることを想定している。 
 また、上記の各分野複数を担当できる人材があれば、効率性の観点から複数を担当する

専門家として派遣することが好ましい。 

 

3.5.2. 機材供与計画 

プロジェクト活動において技術移転のために必要となる機材を供与するという方針に基

づき、実施協議調査に先立って機材計画案を作成した。なお、「3.4.2.モニタリング実施計画」
に記載の通り、マングローブ生態系のモニタリングは一般市民の協力を得て持続的に行う

ために、高度な分析に要する機材は含めず、あくまでもフィールドで測定、分析、サンプ

リングを行うための機材に限定した。 
これに対しオマーン側からは、QEICには将来的には湾岸諸国のみならずアジアを代表す
るマングローブ保全に関する情報発信基地としての機能を持たせ、さらには最近顕在化し

てきている赤潮、青潮、クラゲの大量発生、オイル流出といった問題に対処するためにオ

マーン国沿岸海洋環境のモニタリング機能も付与させたいとの意向が示された。 
しかしながら、2年間の本プロジェクト期間中に上記の各機能を QEICに付与することは
困難であり、プロジェクト期間中に必要となる精度管理のための分析･解析にはオマーン国

に既存の他機関が保有する機材を有効利用することとした。また将来的に QEIC に期待さ
れる機能を果たすための機材は、オマーン側の自助努力で整備するということで合意した。 
表 3-3にオマーン側と最終合意した機材計画を示す。表中、「目的」の列には各機材を主
に使用する PDM上の活動番号を共に示している。 
なお、「データベース」「実験室」「来館者調査」「展示」に関する各機材は QEIC 施設内

に設置予定であるため、QEIC建設後に投入する。一方、その他の機材は研修実施時期に合
わせて適切なタイミングで投入することとなる。 
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表 3－3 機材計画 
 

項目 目的（PDM 上の活動番号） 概略説明 機材 仕様 数量 
プロジェクター PC, OHP 用 1 
コンピューター ラップトップ型 1 
ビデオデッキ   1 

視聴覚(0.6)、研修座学
(1.5) 

プレゼンテーショ
ン、教育、会議用 

マイク、スピーカー 携帯型 3 
コンピューター ワークステーション, 20'モ 1 
サーバー インターネット、イントラ 1 
ファイアーウォール サーバー用 1 
カラープリンター ネットワーク、レーザー 1 
GIS ソフト 1 ライセンスの追加 1 
画像解析ソフト e.g. ERDAS IMAGINE 1 

セキュリティーソフト 
Anti-virus, Anti-spiware, 
Internet security 6 

データベース (2.3, 
2.4, 2.5, 2.6) 

データ蓄積、配信を
行う 

プロッター A0 サイズ 1 
コンピューター デスクトップ型 1 
描画ソフト e.g. Adobe Illustrater 1 
画像処理ソフト e.g. Adobe Photoshop 1 
FAX,プリンター複合機 A3 1 
ラミネーター   1 
バインダー   1 

資料作成(0.6)、研修教材
作成 (1.4)  

文書編集・印刷・ 
製本 

カラーコピー機   1 
pH、ORP 計   1 
DO 計   1 
電子天秤 0.1mg 1 
乾燥機 40-300℃, 30L 1 
保冷庫 -5 - +20℃ 1 
冷凍庫 -20 - +5℃ 1 
濁度計 0-1000 NTU 1 
塩分計   1 
土壌篩振とう器 ふるい(0.02-2mm) 1 
実体顕微鏡 カメラ付 1 
顕微鏡   4 
ルーペ   10 
標準液   1 
試薬   1 
温度計 水銀棒状温度計 10 
廃液処理機 科学廃液の処理 1 

センター
施設 

実験室 (2.3)*1 基本的な分析を 
行う 

ガラス容器 フラスコ、ビーカー、ピペ 1 
コンピューター デスクトップ型 2 
ビデオカメラ   1 
カメラ   1 

研修 研修教材作成(1.4), 展
示物作成(4.3-4.5)  

ビデオ・写真の撮
影、編集、複製  

取り込みソフト e.g. Adobe premiere 1 
測高計   5 
測高竿   5 
巻き尺 耐水 5 
ノギス   5 
葉緑素計   5 
番号タグ   2 

マングローブ林モニタリ
ング（2.1-2.3, 3.4,）、
モニタリング研修(1.5)  

マングローブ林の
変遷をモニタリン

グする 

葉色帳   5 
水質パックテスト pH,COD,PO4-P, NH4-N,NO2-N, 10 
流向・流速計 直読、自記記録 1 
オートレベル   1 
温度計 水銀棒状温度計 10 
土色帳   5 
スコップ   5 
土壌硬度計   5 
土壌試料円筒   5 
観層採土器   5 
土壌分析器 pH, Eh, Nitrogen 2 
採水器 e.g. Van-dorn type 1 

水質・土壌モニタリング
（2.1-2.3, 3.4,）、モニ
タリング研修(1.5)  

水質、土壌をモニタ
リングする 

サンプル瓶   1 
フィールドスコープ   5 
双眼鏡 x8 5 
三脚   5 
ルーペ   5 
柄付き網   5 
投網   5 
胴長   5 
セル瓶   10 
採泥器 e.g. エクマンバージ型 1 
ふるい 1mm 2 
プランクトンネット   2 

モニタリ
ング 

動植物相モニタリング
（2.1-2.3, 3.4,）、モニ
タリング研修(1.5)  

鳥類、魚類、植物、
動・植物プランクト

ン 

サンプル瓶   1 
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  ホルマリン   1 

カウンター   5 社会・経済モニタリング
（2.1-2.3, 3.4,）、モニ
タリング研修(1.5)  

来館者調査 

アンケート   1 
カメラ   1 
ビデオカメラ   1 
コンパス   5 
GPS 携帯型 2 
フィールドノート、ボー   1 
ゴムボート、エンジン   1 

 

モニタリング全般
（2.1-2.3, 3.4,）、モニ
タリング研修(1.5)  

モニタリングに必
要な機材等 

調査車 ４WD-ハッチバック, 4WD-ピ 2 
使い捨て植木鉢   50000 
遮光網   1 種苗生産 (3.1)  植林のための種苗

生産 揚水ポンプ   2 
移植ごて   10 

保全 

植林 (3.3)  植林 
長靴   10 
展示用パネル   1 
モニター、スクリーン   5 
スピーカー   5 
プロジェクター   1 
メガフォン   2 
ビデオデッキ   3 
DVD プレーヤー   2 
標本台   5 

展示(4.3-4.5, 4.8)、展
示研修 , (1.5)  

施設説明、生態系機
能概説、調査結果の

展示 

水槽 ポンプ、浄化装置 10 

展示 

QEIC周辺林の観察(4.5)、
展示研修 (1.5) 

マングローブ林の
観察 大型双眼望遠鏡 x20 

2 
携帯型 PA システム 携帯型 1 
集会用テント   1 
テレビモニタ   1 
ビデオデッキ   1 
DVD デッキ   1 
拡声器   2 

コミュニ
ティ・ア
ウトリー
チ 

コミュニティに対する現
地でのプレゼンテーショ
ン(4.8)、屋外での研修
（1.5, 4.6, 4.7）

training（1.5, 4.6, 4.7） 

フィールドでの解
説・プレゼンテーシ
ョン用機材 

白板   2 
注 *1) ドラフト装置、実験台、椅子、机、流し等は含まれていない   
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3.5.3. 研修員受入計画 

 「3.5.1.専門家派遣計画」の項にも記載の通り、本プロジェクトでは人材育成のための研
修実施者の能力を向上させることを想定している。 

 そのため、QEICでの実施が予定されている研修項目に関連し、実地での研修実施が人材
育成上有効であると判断される分野の研修を C/P 研修として実施することが考えられる。
インドネシア「マングローブ情報センタープロジェクト」では、以下の分野の C/P 研修を
実施している。 

 研修管理 
 研修事業企画 
 センター管理 
 エコツアー管理 
 エコツアーガイド研修 

 

 なお、インドネシアにおいて JICAが実施しているマングローブ情報センタープロジェク
トのプロジェクトサイト視察を行うことも、組織運営等の観点から効果的であると考えら

れる。 

  

 

 



 37

第 4 章 プロジェクトの実施体制 

 

4.1. 実施機関の組織 

 

4.1.1. 地方自治環境水資源省（MRMEWR） 

 地方自治環境水資源省（MRMEWR）は、オマーン国政府の一機関である。この名称が指

すように、MRMEWR は環境慣例の基準策定および規制、公衆衛生および保健、インフラ開

発、水資源開発、ならびにこれら業務範囲に関連する国民の意識啓発や人材育成など、極

めて広範な業務をカバーしている。 
 図 4-1 に本プロジェクトに関連する MRMEWR 組織図を示す。この組織図の英文原本は

別添資料 3 実施協議調査協議議事録に添付されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4－1 地方自治環境水資源省 組織図 

（図中、マングローブのある地域の地方局を下線で示す。）

地方自治環境水資源省大臣

人材開発センター 啓発･情報部 

環境次官 水資源次官 地方自治次官 

ドファール 
環境水資源総局 

自然保護総局 環境総局 

自然保護部 

環境部 

地方自治･地方環境･
地方水資源総局 

衛生管理総局 

化学部 

環境計画･許可部

海洋汚染･沿岸
域管理課 

自然保護計画部

生物多様性部 

自然保護部 

環境検査･管理部

自然保護戦略部

汚染防止･ 
モニタリング部

海洋汚染･ 
沿岸域管理課 QEIC 

ムサンダム 
北パティナ 
南パティナ 
北シャルキヤ 
南シャルキヤ 
アル・ダヒラ 
アル・ダヒリーヤ 
アル・ウスタ 

食品･環境 
モニタリングセンター
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4.1.2. マングローブ環境情報センター（QEIC） 

 QEICはMRMEWRにおいてマングローブの修復、保護ならびに管理を専門に実施する機
関として設立される予定である。マングローブ生態系保全に関する責任を負っている海洋

汚染・沿岸域管理課が QEIC の一義的な担当部局となる。また、QEIC は JICA によって実
施されたマスタープランにもその設立の意義が示されている。本プロジェクトにより QEIC
はオマーン全土、さらには周辺各国におけるマングローブ生態系の保全管理において重要

な役割を果たすこととなる。 
 現在予定されているQEICの組織を図 4-2に示す。この組織図の英文原本は別添資料 3 実
施協議調査協議議事録に添付されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4－2 QEICの組織図 

 

環境総局 

QEIC所長 

技術顧問 
（他組織から 2名）

 
展示･広報課長 

マングローブ植林 
（実験ﾌﾟﾛｯﾄ維持管理）

課長 

 
研修･教育課長 

モニタリング･ 
情報課長 

データ処理 
（事務員 2名） 

補助作業員 
（2名） 

補助作業員 
（2名） 

補助作業員 
（1名） 
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4.2. 関連機関、部署の現況と連携 

 

4.2.1. 地方自治環境水資源省内他部署の現況と連携 

4.2.1.1. 人材開発センター 

 人材開発センターは MRMEWR 職員の能力向上を目的とした組織である。MRMEWR が

発行した 2003 年度年報5によれば、2003 年度に同センターは研修プログラム、国内外での

セミナーを数多く実施している。研修は、管理部門および技術部門合わせて 258 のプログ

ラムを実施し、延べ 1812 名の職員が参加した。表 4-3 に最近同センターが実施した研修コ

ースの一覧を示す。 
 人材開発センターが実施する研修の分野は、環境問題、マスメディア、情報技術、意識

啓発、広報、財務、会計、経営一般、水資源総局職員向けの水利学や地理学、工学、英語

など多岐にわたる。研修内容は一般的なトレーニングであり、常識的に職員が身につけて

おく必要のある知識についての座学で研修が実施されている。なお、研修の講師としてス

ルタン･カブース大学、民間訓練校などを通じ、オマーン国内外から適格な人材を招いてい

る。 
 現在、人材開発センターはMRMEWR本省建物内の教室を利用して研修を行っているが、

新たな研修施設を食品･環境モニタリングセンターの隣に建設中である。新しいセンター施

設の完成後はより多くの研修実施が可能となる。 
 まず施設利用について人材開発センターと連携することが可能である。QEIC の施設は、

プロジェクト開始時ではなく、プロジェクト期間中に完成する予定であるため、QEIC の完

工までは他の組織を利用して研修等の事業を実施する必要があるが、そのための施設とし

て人材開発センターは最適であると考えられる。 
 また、本プロジェクトで実施予定の組織運営に関する研修コースにおいては、人材開発

センターが実施している研修の中から、一般的な経営管理や訓練手法に関する講師･教材の

紹介･手配に際して協力が期待される他、研修事業全体の企画運営に関してノウハウを活用

することが可能であると考えられる。 
 

表 4－1 人材開発センターが最近実施した研修コース 
番号 研修コース名 
1 General Discussion on Personnel  
2 Administrative Skills Development  
3 Training the administrative Leadings in the Human Resources Information system  
4 Control and Work Distribution  
5 Public Relations Skills  
6 Improving Performance 
7 Preparing letters and Reports 
8 Training in the General Writing  
9 Leading and administration 
10 Editing News in Medias  
11 Activation course for Awareness Director  
12 Personnel 
13 Administrative Courts Management 
14 Skills of Building Work Teems and Personal Relations  
15 General Administrative concepts for Director 

                                                 
5 MRMEWR. Features and Visions: Achievements 2003. 
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番号 研修コース名 
15 General Administrative concepts for Director 
16 Developing Administrative and Human Skills in Work 
17 Training on General Writing (Heads of Division)  
18 General Relation and Art of Decrees and Protocols  
19 Managing the purchases, Stores and Planning the Needs  
20 Developing the Skills of Interviews for Selecting and Hiring  
21 General Administrative Concepts  
22 Human Resources Management 
23 Libraries Organizing and management 
24 Identifying the Training Requirements accurately and Objectively  
25 Human Resources Management  
26 Program your Mind 
27 Developing the skills of Leading for the Arab Woman 
28 Preparing the Trainers  
29 Presentation Skills 
30 Skills of Dealing with the Applicants  
31 Management of Human Resources and Hiring 
32 Follow up and Coordination 
33 Management of Human Resources (Recruiting)  
34 The Modern Methods of Identifying the Training Requirements 
35 Civil Service Law and its Executive Regulation 
36 Work Pressure and Time Management 
37 Leading Creativity 
38 The Strategic Management and Follow Up of Plans Implementation  
39 Modern Management Concepts 
40 The Modern Methods of Management, Planning, Monitoring and Performance Assessment 
41 Leading and Supervisory Skills  
42 Planning and Work Programming 
43 Development of Work Systems and Facilitating the Managerial Procedures  
44 Preparing Directors for High Management Offices  
45 The Modern Access to the Management of Human Resources  
46 Managing Contract Disputes is a Strategic Goal  
47 Human Management Technique and Best Thing can Be Obtained from the Others 
48 How to Develop and Manage Planning Budget in an Administrative and Financial Perspective  
49 Skills of Press Analyzing and Directing 

 

4.2.1.2. 啓発･情報部 

 啓発･情報部は、MRMEWRの活動についての情報提供を担当するMRMEWR内の部署で
あり、継続的に MRMEWR の活動についてのニュースを新聞やラジオを通じて提供してい
る。ラジオでは、MRMEWR内の部局長が各部局の活動について語る番組や討論番組が、継
続的に放送されている。これらの番組には、MRMEWR内で作成されラジオ局に送られるも
のもあり、またラジオでの環境クイズコンテストも児童達へ実施し、民間企業からはクイ

ズの勝者に与えられる賞品が提供された。 
 「Observer」（オマーン国内の英字新聞）など一部の新聞では、紙面に環境問題について
のコラムを持っており、啓発･情報部からは特定の環境問題に関する詳細な情報を提供して

いる。 
 啓発･情報部では、MRMEWRの年報、季刊誌「Man and the Environment」をはじめ、マン
グローブ、自然保護区、珊瑚礁などの様々な課題についての刊行物、最近ではリオ＋10 に
提出した報告書などを発行している。MRMEWR内の図書館ではこれらの刊行物を保管し公
開している他、小学校から大学にいたる学校、大使館、空港、ホテルなどにも刊行物を配

布している。 
 刊行物の多くは、学校の児童・生徒の環境啓発を目的として、児童・生徒向けに作られ
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ており、季刊誌「Man and the Environment」にも、子供向けの付録「Friends of the Environment」
が添付されている。 
その他、以下のような各種イベント、セミナー等の実施を通して、オマーン国民の環境

に対する意識向上を図っている。 
・ 首都及び地方の学校を対象とした砂漠化・水問題などについてのアウトリーチプログ

ラム 
・ 公害やオゾン層破壊をテーマとした子供たち対象の絵画コンクール 
・ 国連砂漠化防止の日に合わせて実施したマラソン大会における環境問題の様々な側

面についての情報提供 
・ 毎年行われるマスカット･フェスティバル等でのMRMEWRに関する展示 
・ レストラン事業者を対象とした食品衛生セミナー、理髪店主を対象とした衛生セミナ

ー、整備工場事業者を対象とした環境汚染セミナー 
・ 女性を対象とした水質汚染、食品の賞味期限についての啓発プログラム 
 なお、刊行物は外注により作成しているが、教材･展示物の中には啓発･情報部が自前で

作成するものもある。また同部は MRMEWRのウェブサイト管理も担当しているが、IT技
術面での維持・管理は民間企業に外注している。 
 以上に述べたとおり、啓発･情報部は啓発、アウトリーチプログラム、広報、教材作成等

の様々な活動について、十分な経験と能力を有している。この経験と能力を本プロジェク

トのコミュニティ・アウトリーチ、啓発、広報の研修において活用することが望まれる。 
 
4.2.1.3. 計画部 GIS課（Planning Department, GIS & RS Section） 
 GIS（Geographical Information System）を取り扱うセクションで、GISソフト ArcGIS Ver.9.0
を使用している。同ソフトは 10ライセンスを取得しており、さらにバージョンアップ等の
保守費も年間で支払っている。 
 オマーン全土の土壌、土地利用図の他、衛星画像処理ソフトで作成した植生図も扱って

いるが、現在使用中のソフトウェアは ER Mapper Ver.6.2であり、取り扱える画像の種類も
限られているため、近々ERDAS Imagineに更新予定とのことである。 
QEICにインストール予定のGISソフトおよび画像処理ソフトもこの部署を通して入手する
ことになるため、ライセンスの追加購入で対応可能となる。 
 また同ソフトのライセンス管理もこの部署で行うことにより、安価での対応が可能とな

る。 
 GISを利用することで、全国のマングローブ林の変遷を一括で管理することが可能となる。
当該部署の協力により衛星画像解析と GIS をリンクさせ、植生図も作成することができる
ため、より高度な管理が期待できる。 

 
4.2.1.4. 情報システム部 （Information Systems Department） 
 大型サーバーを設置し、省内の LAN、コンピューター等の管理を行っており、上述の GIS
データ他、基本的なソフトのライセンスもこの部署で管理している。 
 省内で使用する以下のソフトウェアにはフリーライセンスを取得済みであり、QEICのコ
ンピューターも対象になるとのことである。 
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・ オペレーションシステム：Microsoft Windows 2000, Windows Xp 
・ 総合オフィスウェア：Microsoft Office 2000, Office Xp 
・ データベース：Oracle Ver.10.g 
 省内全てのコンピューターの保守は、購入時に付加される３年間の保証で対応している

ため、QEICのコンピューターに関する保守費用も同様に対応することとなる。 
 コンピューターの更新は、3年に一度の頻度で検討しているとのことである。この部では、
MRMEWR内全てのコンピューターを管理し、大型サーバーによりデータベース構築も行っ
ている。 
 上述の GIS課のデータはこのサーバーに収められており、QEICに設置予定のサーバーと
のインターネット接続により、大きなデータベースが構築されることになる。 
 なお、QEIC 建設時にはインターネットおよび LAN 配線設計についてはこの部より指導
を行うとのことである。 
 
4.2.1.5. 食品･環境モニタリングセンター 
 食品･環境モニタリングセンターは、食品と環境についてのモニタリングを行う組織であ

り、水質に関しては、ワジ、泉、地下水、水道水、生活排水等を対象としてサンプリング

と分析を行っている。海水分析については今までは経験はなかったが、分析技術の習熟に

とりかかるということであった。各分析項目の分析能力を表 4-4に示す。 
 また、今までは分析データを依頼先へ提出するだけであったが、今年度から品質管理プ

ログラムを取り入れ、データ精度の向上、統計処理、解析能力を向上する計画とのことで

ある。 
 QEICでの定期的なモニタリングには、水質パックテストや簡易分析器を用いるため、そ
のデータの精度管理のためにはクロスチェック分析を行う必要があり、その点での連携が

欠かせない。また QEICでは対応できない、より高度な化学分析を行う上でも連携が不可欠
である。同じ MRMEWR 内の機関であり、また精度管理手法も取り入れ、海水分析も行っ
ていくとのことであり、効果的な連携が期待される。 
 また同センターは、大学生に対する分析研修を実施した経験も有するため、同センター

の分析施設･研修実施能力を活かしてプロジェクトの研修コースを実施することが効果的

であると思われる。 
 
4.2.2. 他省、関連機関の現況と連携 

4.2.2.1. スルタン･カブース大学 

 スルタン･カブース大学の農業・海洋科学学部（College of Agricultural & Marine Sciences）
は、海洋科学・水産学科（Department of Marine Science & Fisheries）、土壌・水科学学科
（Department of Soil & Water Science）それぞれに化学実験室を有する。 
 前者の実験室では現場データ計測のための機器と栄養塩分析ができるオートアナライザ

ーを有しており、後者の実験室では高度な化学分析が可能である。外部からの分析依頼に

対しては有償で対応している。各分析項目の分析能力は表 4－4に示す通りである。 
 なお、海水の分析は過去に経験が無いとのことであるが、精度確認のために数検体の予
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備試験をすれば対応可能であると思われる。 
 マングローブ環境、沿岸域の現地調査･分析･解析等において、同大学の豊富な人材･設備

を活用することにより、効果的なプロジェクト運営を行うことが期待できる。 
 また、スルタン･カブース大学は外部機関からの受託による研修コース企画・実施も日常

的に行っており、農業･海洋科学学部 海洋科学･水産学科の Saiyed I. Ahmed教授はマングロ
ーブの生態、モニタリング保全に関する研修において有効なリソースとして活用すること

が望まれる。またその他同大学の施設･職員は、分析、社会経済調査、データ処理、データ

ベース開発に関する研修を実施する上で有用なリソースである。 

 

4.2.2.2. 農業漁業省 

（1）海洋科学漁業センター 
水質調査、プランクトン調査等を行う機関で、現場データ計測のための機器と栄養塩分析

ができるオートアナライザーを保有している。より高度な分析については、隣接した水産

品質管理センターが行っている。 
マングローブ環境および沿岸域の現地調査および分析等において、本プロジェクトとの連

携が期待できる。 
（2）水産品質管理センター 
水産品およびその加工物を一般市場に出荷する前の、品質管理、許可を行う機関であり、

現在 JICA専門家が着任し、分析技術の移転を図っている。 
 

4.2.2.3. 自然史博物館 

 自然史博物館は文化･遺産省に属し、環境省から徒歩 10 分ほどの距離に位置する。博物
館内に自然科学分野の展示があることから、本プロジェクトでの展示計画･実施に活かせる

専門性を持った職員がいることが期待されたが、同博物館の展示は英国の民間企業により

企画･作成されたものであり、同博物館職員には展示計画･実施についての専門性は無かっ

た。なお、同博物館には展示解説員が 1名いる。 
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表 4－2 各機関の分析能力及び主要な保有分析機器 

分析項目     MRMEWR MAF SQU 
対象 項目 略記 FEMC MSFC FQCC MSFD 
水質 水温   x x   x 
  濁度     x   x 
  塩分     x   x 
  電気伝導度     x   x 
  pH   x     x 
  溶存酸素 DO x     x 
  クロロフィル a Chlorophyll-a         
  総リン T-P       x 
  リン酸態リン PO4-P x x   x 
  総窒素 T-N       x 
  亜硝酸態窒素 NO3-N x x   x 
  硝酸態窒素 NO2-N x x   x 
  アンモニア態窒素 NH4-N x x   x 
  珪酸 SiO2 x     x 
  化学的酸素要求量 COD       x 
  懸濁物質 SS x     x 
  大腸菌群数 Coli. x     x 
底質 塩分 Salinity       x 
  pH pH       x 
  酸化還元電位 ORP       x 
  強熱減量 Organic matter x     x 
  全有機炭素 Organic Carbon       x 
  総リン T-P       x 
  リン酸態リン PO4-P       x 
  総窒素 T-N       x 
  亜硝酸態窒素 NO3-N       x 
  硝酸態窒素 NO2-N       x 
  アンモニア態窒素 NH4-N       x 
  イオウ S (Sulfide)       x 
重金属 シアン CN     x   
  鉄 Fe x   x x 
  銅 Cu x   x x 
  クロム Cr x   x x 
  鉛 Pb x   x x 
  亜鉛 Zn x   x x 
  ニッケル Ni x   x x 
  カドミウム Cd x   x x 
  ヒ素 As     x   
  セレン Se     x   
  銀 Ag     x x 
  マグネシウム Mg x   x   
  水銀 Hg     x x 
  バナジウム V x   x x 
有機汚染物質 THC 全炭化水素 x       
  AH 脂肪族炭化水素 x       
  PAH 多環芳香族炭化水素 x       
  PCB ポリ塩化ビフェニール x       
主な分析機器 分光光度計   x x x x 
  原子吸光光度計   x   x x 
  ガスクロマトグラフ   x       
  オートアナライザー   x x   x 
  GC/MS   x   x x 

      
凡例 ○：分析可能または機材保有 
 
省略形 
 MRMEWR 地方自治環境水資源省（Ministry of Regional Municipalities, Environment and Water Resources） 
 MAF 農業漁業省（Ministry of Agriculture and Fisheries） 
 SQU スルタン･カブース大学（Sultan Qaboos University） 
 FEMC 食品･環境モニタリングセンター（Food and Environment Monitoring Center） 
MSFC 海洋科学･漁業センター（Marine Science and Fisheries Center） 
FQCC 水産品質管理センター（Fishery Quality Control Center） 
MSFD 海洋科学･水産学科（Marine Science and Fisheries Department） 
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第 5 章 本件技術協力プロジェクト実施の正当性 

 
5.1. 妥当性 
 
 オマーン国では、環境に関する国法（Royal Decrees: RD）、省令（Ministerial Decisions: MD）

他、規制等が整備されている。RD114/2001 では MRMEWR が環境保全、公害防止のために

法整備することを規定している。沿岸保全に関しては、国家レベルでのマスタープラン

（Coastal Zone Management Plan in Oman; 1991）が策定されており、マングローブ保全はそ

の一部に位置づけられている。マングローブに関連する規定の中では、無許可でのマング

ローブ伐採･損傷、マングローブ域での石･土壌･砂の移動、水路･砂浜･涸川･湖沼からの木･

潅木･草本の引抜き、海域への廃棄物の投棄が禁止されている。さらにオマーンは生物多様

性条約を批准しており、2001 年には MRMEWR は国家生物多様性戦略及び行動計画を策定

している。また、オマーン国の第 6 次 5 カ年計画では「人的資源開発」「環境に配慮した経

済建設」が計画の柱とされている。以上のことから、本案件はオマーン政府のニーズに合

致したものであると言える。 
 また、2002 年 4 月に実施されたプロジェクト確認調査の結果、「環境保全」及び「人的資

源開発」分野への協力の期待が表明され、両分野に十分留意した技術協力の実施が望まし

いとの考えが調査団により示された。本プロジェクトの実施はいずれの分野にも貢献する

ため、本協力を実施する意義は極めて高いと考えられる。 
 プロジェクトは、オマーン側が建設するマングローブ環境情報センターにおいて行われ

るが、同センターが建設される地域はマスカット市内の自然保護区に位置し、マングロー

ブ林にも近接しているため、教育訓練、環境啓発等を行うプロジェクトサイトとして適当

であると言える。 
 JICA はオマーンにおけるマングローブ保全分野の協力として、2000 年より 2004 年まで

マングローブ植林の個別専門家を派遣し、2002 年から 2004 年にかけてはマングローブ林再

生・保全・管理計画調査（開発調査）を行ってきた。本プロジェクトは、今までの同分野

の協力成果を受けて、包括的で持続可能なマングローブ保全を行う体制を整備することを

目標としており、JICA が本協力を実施することは妥当であると考えられる。 
 また、JICA はインドネシアにおいて「マングローブ情報センタープロジェクト」を実施

してきた経験を有するほか、セネガル、ミャンマー等においてもマングローブ保全･管理に

関する協力実績を有する。国内においては JICA 沖縄国際センターにおいて「持続可能なマ

ングローブ生態系管理技術」研修を実施しているなど、マングローブ保全に関する協力技

術ノウハウは十分蓄積されており、このことからも本件への協力を行う妥当性は高いとい

える。 
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5.2. 有効性 
 
 プロジェクト目標は「QEICが持続的なマングローブ生態系管理を促進するセンターとし
て設立される」と設定されている。プロジェクト目標達成のために最も重要とされる活動

が「QEIC 運営部門の設立」「教育訓練プログラムの実施」「モニタリング機能の強化」「持
続的マングローブ生態系保全管理手法の強化」「展示、普及活動の実施」という成果に対応

しており、成果の達成によりプロジェクト目標が達成されると考えられる。 
 プロジェクト目標は、JICAが2年間に亘って実施してきたマスタープラン調査に基づき、
オマーン側利害関係者との協議を経て設定されたものである。オマーン側は、センターの

建設を自らの責任の下に行い、10 名のセンター職員の配置を予定しているなど、主体的に
プロジェクトに参加することを表明している。オマーン側の主体的な取組みに対し、日本

からの適切な投入を行うことにより、プロジェクト目標達成の見込みは高いと考えられる。 
 またプロジェクト目標の達成に向けては、オマーン国内の他省や他組織からの資源を活

用することが重要となるが、これらの機関から協力を得られる見込みは高いと思われる。 
 
5.3. 効率性 
 
 5 つの成果に対して 36 の活動が設定されている。いずれの活動も成果達成のために必要
なものであり、論理構成も明確である。また成果達成の指標としては必要最低限の目標値

が設定されている。 
 「5.2.有効性」の項で記述の通り、本プロジェクトではオマーン側が有する知見や人材、
資機材を活用して活動を行うため、日本からの投入はオマーン側の投入を補完するべく設

定されている。プロジェクト開始当初は、マングローブ生態系管理に関する研修講師とな

る人材育成に力を入れ、育成された人材を活用して知識や技術を普及することを計画して

おり、その活動スケジュールに沿って専門家派遣、機材供与を行う予定である。なお、QEIC
に設置予定の機材投入は、プロジェクト実施期間中の QEIC完工後に行う予定である。 
 また、プロジェクトの成果は相互に補完関係にあるため、例えば、モニタリング実施の

ための機材が研修プログラムやマングローブ生態系保全の成果達成のためにも活用される

など、専門家、機材の投入が複数の成果達成に寄与するため、高い効率性が見込まれる。 
 
5.4. インパクト 
 
 本プロジェクトはオマーン側の主体的な取組みによる QEIC建設と共に実施し、またオマ
ーン側のニーズに合致した協力であるため、プロジェクト実施により得られた成果を活か

し、プロジェクト終了後にオマーンの自助努力によりプロジェクト成果が発展･波及するこ

とが見込まれる。 
 オマーンには、ROPMEの事務局としてマングローブ保全に関する技術の蓄積を行い、こ
れを同地域に普及させる使命があり、すでに周辺各国からもオマーンに対する本分野での

期待が寄せられていることからも、プロジェクトにより得られた成果がオマーン国内及び

周辺各国へ普及することの可能性は高いと予測される。 
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 自然環境保全プロジェクト一般に言えることであるが、プロジェクト実施による大きな

インパクトが発現するには一定の時間の経過が必要である。しかし、マングローブ保全へ

の取組は、オマーンの観光振興への取組みとも合致しており、本プロジェクトの成果が包

括的な沿岸環境保全からエコツーリズムの開発にまで広がれば、オマーンの観光産業振興

につながるという大きなインパクトをもたらすことも考えられる。 
 
5.5. 自立発展性 
 
 環境保全への取組みは、オマーンの重点政策に挙げられており、すでに関連法規制も設

定されていることから、協力期間終了後も引き続き実施される可能性が高いと見込まれる。 
 QEICはMRMEWRの施設としてオマーン側の負担により設立され、職員もMRMEWRか
ら配置される。これは、オマーン側の主体的かつ積極的な取組みによるものであり、プロ

ジェクト終了後も引き続き、オマーンの主体的な取組により QEICが運営されると考えられ
る。またプロジェクト活動を通して、QEICスタッフの能力開発が行われ、そのスタッフに
よって QEICが運営されることになるため、組織的な自立性及び継続的な技術普及が見込ま
れる。 
 プロジェクト実施に係るオマーン側の予算は、2006年 1月より新たに始まる第 7次 5カ
年計画の中で、QEIC建設経費と共に確保される予定である。さらに、MRMEWRによるマ
ングローブ保全活動に対する支援を予定している現地の民間企業もすでに確認されており、

その点からも自立発展性は高いと見込まれる。プロジェクトで投入する資機材は、その維

持管理、入れ替えに係るコストも算出した上で投入するため、プロジェクト終了後も引き

続き適切に管理運営されると思われる。 
 

5.6. 結論 
 
 本件技術協力は、乾燥地でのマングローブ保全のために､これまでに個別専門家が挙げた

成果を活用、発展させていくものである。オマーンにおいては、現在、国レベルの施策と

してオマーンの植林を推進していくこととしており、また､センターの設立に際して建築物

等はオマーン側が費用負担し、日本側が技術的な支援と併せて機材を供与するものである。

そのため､既に述べたとおり、妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性の観点

から本件プロジェクト実施は正当化されると評価できる。 
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第 6 章 協力実施に当たっての留意事項 

 
6.1. QEIC の設計･建設 
 
6.1.1 QEIC の建設とプロジェクト開始時期 
 既述の通り、QEIC の設計･建設はオマーン側の責任の下に行われる。本プロジェクトは

QEIC の組織運営能力を高めることにより、オマーンのマングローブ生態系管理が適切に行

われ、マングローブ生態系保全に繋がることを目的としている。 
 そのため、事前調査時にも QEIC 完工後 6 ヶ月間のプロジェクト期間を確保することで合

意を得た（添付資料 1 第 62 頁 4-1）。 
 同合意に基づき、討議議事録においてもプロジェクト開始時期は QEIC 建設に係る関連情

報を確認した上で、以下の手順に基づいて決定することで合意した（添付資料 2 第 79 頁

IX、添付資料 3 第 91 頁 項目 9）。 
（1）MRMEWR が QEIC 建設に係る情報（マスカット市による認可、入札、予算確保など）

を日本国大使館を経由して適宜 JICA に伝える。 
（2）JICA が必要な情報を入手後 1 ヶ月以内にプロジェクト開始時期についての連絡を日本

国大使館を通して MRMEWR に伝える。 
（3）プロジェクトが開始される。 
 なお、QEIC 建設までにオマーン側で今後行われる手続きは表 6-1 の通り予定されている

ことを確認した（添付資料 3 プロジェクトドキュメント第 144 頁）。 
表 6-1 QEIC 建設暫定スケジュール 

年 2005 2006 2007 

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 - 12 1 2 3 4 5

設計                 

ﾏｽｶｯﾄ市による認可                 

公示                 

入札、業者選定                 

建設                 

                 

   ：実施の可能性が高い 

   ：実施の可能性がある 

 
 オマーンの予算年度は 1 月から 12 月であるが、2005 年は第 6 次 5 カ年計画の最終年にあ

たり、2006 年から第 7 次 5 カ年計画に入るため、2006 年度予算は年度が新しくなる 1 月以

降でなければ確定せず、予算執行も 1 月中旬以降に認められるとのことである。 
 予算の確定を待ってプロジェクト開始時期を決定するとした場合、専門家リクルートに

要する期間を考慮すると 2005 年度内のプロジェクト開始が困難となるため、QEIC 建設の 
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公示が行われるタイミングでプロジェクト開始時期を決定することが好ましいと考えられ

る。 
 
6.1.2. QEIC建設に係る環境社会配慮 
 QEICの建設はオマーン側の責任の下に行われるが、プロジェクトへのオマーン側からの
投入として QEIC が記載されていることもあり、QEIC 建設に当たっては JICA の環境社会
配慮ガイドラインに則る必要があると考える。 
 今次実施協議調査時には、JICA ガイドラインに則り「スクリーニング様式」への記入を
MRMEWRに依頼した（添付資料 4）。 
 同様式への記入内容及び QEIC建設に関する情報を元に JICA環境社会配慮審査チームと
の協議を行った結果、以下の通りカテゴリ分類することとした。 
カテゴリ分類：B 
理由：マングローブ林保護に関する能力開発を行う案件であり、活動自体が環境社会面に

及ぼす影響はほとんどないと考えられるが、プロジェクトの一環としてオマーン側が建設

する「マングローブ環境情報センター」が自然保護区内に位置するため、適切な環境社会

配慮が行われることを確認する必要がある。 
 今後、QEIC建設へ向けては、派遣専門家からオマーンの制度に則った環境社会配慮が行
われることを適宜確認していく。 
 
6.2. 専門家の派遣時期 
 
 本件技術協力の専門家派遣時期は、「3.4.1. 研修実施計画」に基づき、各分野の専門家を
短期で各 3 回程度派遣することを想定している。この場合、各分野に同じ専門家を派遣し
て技術移転の内容に一貫性を持たせるため、同一人物を派遣することが望ましい。そのた

め、公示式（民間活用型）の技術協力プロジェクトとすることも検討する価値があろう。 
 また、QEICの完成からプロジェクト終了まで最短で 6か月しか確保されないこととなる
ため、機器を用いる水質や土壌の分析を担当する専門家の派遣時期及び活動計画は、十分

に注意する必要がある。 
 
6.3. 省内及び他省、関係機関との連携 
 
 本プロジェクトのために MRMEWR 内他部局の協力を得るには、同一省内といえども、
公式な手続きを確認する必要がある。食品･環境モニタリングセンター所長よれば、QEIC
が研修について同センターの協力を求める際には、QEICから所長宛に依頼のレターを送る
必要がある。また、啓発･情報部職員によれば、同一省内といえども、同部から他部局に情

報を提供する際には、まず双方の部局を所轄する総局長レベルでの合意が必要であるとの

ことであった。 
 MRMEWR内の他部局からの協力を得る上で必要となる費用負担については、これまでの
ところほとんど確認されていないが、食品･環境モニタリングセンターに分析を依頼する場

合は、試薬等の実費負担が求められるとのことであった。 
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 一方、スルタンカブース大学など MRMEWR 以外の組織の協力を得る上では、より調整
が複雑になると思われる。スルタンカブース大学 農業･海洋科学学部に、研修への講師派
遣について確認したところ、通常同大学では、外部への講師派遣のみを行うことはなく、

同大学の施設・講師・資機材を利用した研修コースとして受託するとのことであった。ち

なみに、その際の費用は研修生 1人日あたり、40オマーンリアル（約 12,000円）とのこと
であった。しかし、カウンターパート機関のMRMEWR環境保護総局長によると、MRMEWR
からスルタンカブース大学には、無償で講師派遣を行ってきており、講師派遣に係る費用

負担は不要であるとのことであった。他方、MRMEWR人材開発センターではスルタンカブ
ース大学に研修費を支払って一部の研修を委託しており、同大学との連携については今後

更なる情報収集と交渉が必要であると考えられる。 
 QEIC は、限られた人員と予算でマングローブ保全・管理に係る活動を効率的･効果的に
実施するために、省内の他部局や外部組織を積極的に活用する必要がある。QEICが適切に
外部組織と連携、業務を委託する能力を身につけることが、本プロジェクトの目標である

マングローブ保全拠点としての QEIC発展の一部といえよう。このような観点から、継続的
に他組織との連携の可能性を探り、かつ慎重に連携を推進することが、QEICには求められ
る。 
 
6.4. 機材の選定及び調達 
 
 表 6-2に機材の取り扱い業者および省内の関連部署を示す。 
 「表 3-3 機材計画」にリストしている機材の調達は、概ねオマーン国内で可能であり、
また取り扱い業者は複数あるので、見積り比較の上で調達することが可能であるが、衛星

画像解析ソフトについては隣国の UAEからの納品となる。 
 サーバーやプロッター等特殊な機材の納期は 4-8 週間程度、それ以外のコンピューター、
プリンター、ソフトウェア等は、2-4週間程度の納期である。 
 支払条件はそのほとんどが LPO（Local Purchase Order：納品後請求書払い）で、支払い期
限は通常 30日以内となっている。 
 検土杖等の陸上土壌調査関係については、今次調査でオマーンでの取扱いがあるかを確

認するに至らなかったため、日本国内での調達を行うことが確実である。 
 また、LAN構築については情報システム部に相談する必要がある。 
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表 6－2 機材業者 

 
項目 会社名 Tel Fax 住所 備考 省内の関連部署

Mascat Electronics 
24789542 24700774

P.O.Box:1009, Jibroo, 
Postal Code 114 Printer 

Mohsin Haider 
Darwish LLC   24830946

P.O.Box:880, Ruwi, 
Postal Code 112 Workstation 

Industrial 
Management 
Tecgnology & 
Contracting LLC 24707727 24797709

P.O.Box:196, Mina Al 
Fahal, Postal Code 116 

Plotter 
Baabood 24830760 24830920

P.O.Box:2522, Ruwi, 
Postal Code 112 Software 

National Telephone 
Services Co.LLC. 24709281 24709284

P.O.Box:2786, Ruwi, 
Postal Code 112 Firewall 

Information 
Systems 

Department  
コンピューター 

GISTEC 
+971-6- 
5557675 

+971-6- 
5557605 

P.O.Box:5026,408-Al 
Majaz Pearl Tower, 
10-Al Majaz Northern 
Part St., United Arab 
Emirates GIS, Erdas 

Planning 
Department     

GIS & RS Section

Graphic International 
Center L.L.C. 
  24709582 24709585

P.O.Box:557, Muscat, 
Postal Code 113 
  

Copy, Fax, 
Others 

Bishara 24700223 
事務所品 

Mascat Electronics 24789542 24700774
P.O.Box:1009, Jibroo, 
Postal Code 114   

Finance 
Department    

Purchase section 

Science & Technology 
Equipment LLC 24490483 24490486

P.O.Box:1598, Jibroo, 
Postal Code 114   

Business 
International Group 
LLC 24814752 24813924

P.O.Box:1268, Seeb, 
Postal Code 111 

  
Al Mazroui Medical & 
Chemical Supplies 24595670 24594525

P.O.Box:1259, Ruwi, 
Postal Code 112   

実験設備 

Muscat Pharmacy 
LLC 99385039   

P.O.Box:2786, Ruwi, 
Postal Code 112   

Directorate 
General of Regional 

Municipalities & 
Environment the 

Regions       
Food and 

Environment 
Monitoring Center

Graphic International 
Center L.L.C. 24709582 24709585

P.O.Box:557, Muscat, 
Postal Code 113   

Science & Technology 
Equipment LLC 24490483 24490486

P.O.Box:1598, Jibroo, 
Postal Code 114   調査機材 

Business 
International Group 
LLC 24814752 24813924

P.O.Box:1268, Seeb, 
Postal Code 111 

  

  

Saud Bahwan 
Automotive LLC 24579086 24561631

P.O.Box:3168, Ruwi, 
Postal Code 112 Toyota dealer 

車 Suhail Bahwan 
Automobiles LLC 24562904 24566341

P.O.Box:156, Ruwi, 
Postal Code 112 Nissan dealer 
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6.5. 供与機材の保守管理 
 
 表 6-3に供与機材の保守管理、耐用年数および納期の一覧を示す。 
 供与機材の保守管理費用は約 3,000 千円/年であり、そのほとんどが消耗品費で、一部定
期点検費用が見込まれる。また、土壌分析器や室内で使用する pH計、DO計等は 1～2年毎
にセンサー（電極）の交換が必要である。 
 プリンター、FAX 等は省全体として年間保守契約を結んでおり、プリンターも含めたコ
ンピューターは 3年ごとに情報システム部で見直している。 
 Windows、MS-Office、Oracle等のバージョンアップは情報システム部が、GISソフトおよ
び衛星画像解析ソフトについては GIS課が所掌する。 
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表 6-3 供与機材の保守管理、機材納期 

 

目的 機材 保守 耐用年数 保守費（年） 単位 価格 (Yen) 納期 

プロジェクター   5         

コンピューター   3         

ビデオデッキ   3         

視聴覚 
研修座学 

マイク、スピーカー   5         

コンピューター   3       4-8 週

サーバー   3         

ファイアーウォール   3       2 週 

カラープリンター 紙、トナー etc. 3 1,000 RO 285,000  4 週 

GIS ソフト   3         

画像解析ソフト   3       3-8 週

セキュリティーソフト アップグレード 1 1,200 $ 130,800  1-2 週

データベース 

プロッター 紙、トナー etc. 3 800 RO 228,000  5-7 週

コンピューター   3       30 日 

描画ソフト   3       1-2 週

画像処理ソフト   3       1-2 週

FAX,プリンター複合機 紙、トナー etc. 3 500 RO 142,500  4 週 

ラミネーター 材料 5 100 $ 10,900    

バインダー 材料 5 50 $ 5,450    

資料作成 
研修教材作成 

カラーコピー機 紙、トナー etc. 3 1,000 RO 285,000  4 週 

pH、ORP 計 センサー交換 5 2,000 $ 218,000    

DO 計 メンブレン、内部液 5 200 $ 21,800    

電子天秤   5 500 $ 54,500    

乾燥機   5         

保冷庫   5         

冷凍庫   5         

濁度計 電球 5 500 $ 54,500    

塩分計 調整 5 500 $ 54,500    

土壌篩振とう器   5         

実体顕微鏡   5         

顕微鏡   5         

ルーペ   10         

標準液 使用分補充 - 800 $ 87,200    

試薬 使用分補充 - 200 $ 21,800    

温度計 使用分補充 10 150 $ 16,350    

廃液処理機 調整、点検 5 500 $ 54,500    

実験室 

ガラス容器 破損分補充 10 800 $ 87,200    

コンピューター   3       30 日 

ビデオカメラ テープ 3 200 $ 21,800    

カメラ   3         

研修教材作成  
展示物作成 

取り込みソフト   3       1-2 週

測高計   5         

測高竿   5         

巻き尺   5         

ノギス   5         

葉緑素計 乾電池 5 50 $ 5,450    

番号タグ 番号タグ補充 - 30 $ 3,270    

マングローブ林
モニタリング 
モニタリング研

修 

葉色帳   5         

水質パックテスト 使用分補充 2 2,500 $ 272,500    

流向・流速計   5         

オートレベル 調整・点検 5 500 $ 54,500    

温度計 破損分補充 10 150 $ 16,350    

水質・土壌モニタ
リング 

モニタリング研
修 

土色帳   5         
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スコップ   10         
土壌硬度計   5         
土壌試料円筒   5         
観層採土器   5         
土壌分析器 センサー交換 5 1,500  $ 163,500    
採水器   5         

 

サンプル瓶   -         
フィールドスコープ   3         
双眼鏡   3         
三脚   3         
ルーペ   10         
柄付き網   3         
投網   3         
胴長   3         
セル瓶   3         
採泥器   5         
ふるい   5         
プランクトンネット   3         
サンプル瓶   -         

動植物相モニタ
リング 

モニタリング研
修 

ホルマリン 使用分補充 3 500  $ 54,500    
カウンター   10         社会・経済モニタ

リング 
モニタリング研

修 アンケート 
  - 

        
カメラ テープ 3 200  $ 21,800    
ビデオカメラ   3         
コンパス   10         
GPS 乾電池 5 50  $ 5,450    
フィールドノート、ボ
ード 

  -         
ゴムボート、エンジン 燃料、オイル、点検 3 500  $ 54,500    

モニタリング全
般 

モニタリング研
修 

調査車 燃料、オイル、点検 3 2,000  $ 218,000    
使い捨て植木鉢 使用分補充 -         
遮光網 3 年毎交換 2 300  $ 32,700    種苗生産 

揚水ポンプ 燃料、オイル、点検 1 2,000  $ 218,000    
移植ごて   5         植林 
長靴   3         
展示用パネル   3         
モニター、スクリーン   3         
スピーカー   5         
プロジェクター   5         
メガフォン   5         
ビデオデッキ テープ 3 200  $ 21,800    
DVD プレーヤー 記録媒体 3 100  $ 10,900    
標本台   10         

展示 
展示研修 

水槽 フィルター交換 3 50  $ 5,450    
QEIC 周辺林の観
察 
展示研修 

大型双眼望遠鏡   3 
        

携帯型 PA システム   3         
集会用テント   3         
テレビモニタ   3         
ビデオデッキ テープ 3 200  $ 21,800    
DVD デッキ 記録媒体 3 100  $ 10,900    
拡声器 乾電池 3 50  $ 5,450    

コミュニティに
対する現地での
プレゼンテーシ

ョン 
屋外での研修 

白板   3         
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団長所感（実施協議調査時） 

 
 本プロジェクトは、マングローブ植林の個別専門家に始まり、開発調査の結果を受けて

実施する技術協力プロジェクトである。 
 本プロジェクトの実施及びプロジェクト終了後の持続的な活動を通じ、オマーン国及び

周辺各国のマングローブ生態系保全のための技術が普及することが望まれる。 
 本プロジェクトの位置づけが QEICでの事業の立ち上げを支援するものであり、そのため
の活動に絞り込んでいることについてのオマーン側の理解を得ることができ、研修計画と

併せて懸案となっていた機材計画において合意を得たことは大きな成果と考える。 
 一方、本プロジェクト開始時期は今次調査団が確定するには至らなかったが、これは以

下の事情により止むを得なかったものと考える。 
(1) QEIC建設のための計画･予算が現時点では暫定であること 
(2) 効果的なプロジェクト活動とするため、QEIC完成後、最低 6か月間のプロジェク

ト期間を確保する必要があること 
 プロジェクト開始時期確定に向けては、今後も公式･非公式の情報交換を行っていくこと

となるが、公式の情報交換に当たっては、大使館のご協力、ご支援を頂くことで了解を得

た。 
 また、プロジェクト開始後も引き続き、合同調整委員会のメンバーとして大使館のご協

力を頂くことに了承を得た。 
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